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y古

〔
出
自
〕

新
宮
涼
庭
、
議
は
周
、
幼
名
を
織
造
と
い
ひ
、
通
稽
は
涼
亭
で
あ
る
が
、
後
に
涼
底
と
改
む
。
時
現
を
鬼
岡
山
人
と
い
び
、

叉
騒
竪
粛
と
も
時
現
し
た
。
一
文
明
七
年
三
月
十
二
日
丹
後
図
加
佐
郡
白
良
付
に
生
る
。
と
の
日
は
太
陽
暦
に
て
は
一
七
八
七
年
四
月
三

十
日
に
営
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
本
竿
は
恰
も
生
誕
百
五
十
年
に
相
常
す
る
。
円
五
れ
認
に
涼
庭
の
略
傍
を
品
げ
、
そ
の
経
済
恩
怨
を
検
討

ぜ
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

そ
の
組
先
六
燦
判
官
漏
潟
義
第
十
男
養
護
が
紀
州
新
宮
口
に
住
せ
し
よ
り
新
宮
氏
を
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
数
世
の
孫
、
友
衛
門
尉

務
官
掠
庭
白
経
済
思
忽

第
四
十
四
巻

へ

策
二
披

主として新宮ぱI羽述、鬼幽先生言行録によるc 桧 Ib株三著、近世名審f事巻二に
も新宮掠民主l事あり

1) 



新
宮
涼
庇
の
艇
撚
思
想

第
四
十
回
答

A 

1i' 

君主

頼
珍
尾
州
織
田
氏
の
た
め
に
攻
落
せ
ら
れ
、
逃
れ
て
丹
後
加
佐
郡
小
阪
村
に
移
り
、
農
を
家
業
と
す
る
に
去
っ
た

d

そ
の
後
、
義
珍

の
時
に
五
り
始
め
て
国
由
来
を
聞
い
た
。
そ
の
長
子
義
休
は
涼
築
と
稀
し
、
丹
一
波
附
知
山
侯
の
侍
殿
町
有
比
涼
続
の
家
を
嗣
ぎ
、
安
子
刑
制

議
は
玄
民
と
併
し
小
町
村
の
z

泌
を
継
F
G
、
三
子
道
庵
は
巾
良
村
に
位
し
た
。

こ
れ
山
ち
涼
庭
の
父
で
あ
る
。
涼
庭
生
れ
な
が
ら
に
し

て
門
歯
二
枚
あ
り
、
併
に
鬼
歯
と
栴
す
る
も
の
之
で
る
る
。
且
そ
の
郷
幽
が
ん
江
山
印
ち
的
見
目
H
M
の
存
す
る
別
で
あ
る
か
ら
、
山
内
庇
白

ら
鬼
岡
山
人
と
枕
し
た
と
い
ふ

U

〔
蹴
壊
と
し
て
の
川
底
〕

J
B

一
裁
の
と
き
刊
波
州
知
山
に
赴
さ
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Hrs
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]
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え
は
い
利
水
内
弊
壮
一
と
り
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f

此

口
市
本
勢
判
削
に
力
め

μ
1
7
v卜
れ
川

r
L
t
h
m
h
v一吋ム刊し、
λ
町一，

h-v「
E

一，

-
-
c
f
h
h
3炉
、

ht
土
人
]
〈
斗
リ
コ
1
1叫

VYEl正‘
F

甘三宅
1
「
タ
E
v
d
J
1
t
d
J
l
v一
山
下
司
プ

Ina--ド

l
寸
五
省
一
一

-nJ
一イトトィ，
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〆

G
I
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J
H

せ
る
後
、
始
め
て
白
己
の
寝
京
に
入
り
、
線
香
の
火
光
生
以
て
蓄
を
出
し
て
之
を
一
前
一
関
し
て
深
更
に
及
ん
だ
。
輩
、
慨
を
劃
し
て
州

を
費
し
伯
母
の
叱
責
を
家
ら
ん
こ
と
を
逃
れ
た
る
に
よ
る
と
い
ふ
。
そ
の
勤
背
忍
耐
す
る
こ
と
此
の
伽
く
で
あ
う
た
が
、
他
日
業
を

成
し
名
を
額
ぐ
る
の
日
、
怖
に
妻
子
に
語
っ
て
日
〈
『
予
営
H

被
伯
母
苦
役
、
前
時
或
担
共
断
、
今
一
山
町
山
之
、
北
山
刊
日
我
針
研
札
町
山
刊
行
、
キ

知
川
布
今
日
者
、
伯
母
之
m糊
尉
多
一
潟
、
山
人
布
一
一
品
、
蔵
主
任
…
惇
炊
、
慈
母
有
敗
子
、
信
突
』
と
c

十
八
歳
の
と
き
郷
里
山
具
に
間
商
業
を
附
く
。

二
十
一
歳
の
と
き
、
某
日
丹
波
槍
山
近
藤
一
之
起
の
七
に
於
て
偶
ぞ
字
削
川
玄
随
詩

す
る
所
の
内
科
涯
辛
苦
筋
を
読
み
、
そ
の
約
凹
甚
だ
葉
山
明
昨
な
る
に
感
嘆
し
、
誌
に
始
め
て
和
繭
院
間
半
に
志
し
、
長
崎
に
寄
干

ぜ
ん
と
し
、
文
化
七
年
八
月
六
日
郷
里
を
援
し
、
詮
中
病
人
を
診
療
し
つ

L
謝
令
一
を
肱
費
の
制
助
と
し
漸
く
長
崎
に
入
っ
た
。
一
初
め

某
騨
寺
の
門
傍
の
小
合
に
休
み
、
按
摩
や
殻
胞
菅
を
買
っ
て
僅
に
衣
食
を
得
て
民
た
が
、
後
、
和
的
地
詞
吉
雄
椎
之
助
の
塾
に
入
っ
た
。

「
鬼
嗣
先
生
一
一
日
付
録
一
に

H
く
『
先
生
街
常
苦
阜
、
五
於
不
窺
闘
者
二
百
五
十
日
治
、
ト
叶
夜
取
水
小
品
川
、
入
土
様
、
繋
之
於
慨
火
上
、



取
立
パ
岬
叫
煮
時
瞬
、
ぽ
管
長
炊
弱
、
吉
雄
君
夜
直
蘭
館
、
則
光
生
必
負
共
有
被
裳
而
従
、
葦
君
在
芭
底
心
専
限
多
、
使
於
受
業
、
故
如

げ
い
内
ソ
ー

1
F

此
』
。
援
に
於
て
叩
比
丹
道
官
(
己
0
0
3
ば
爪
ぽ
の
動
向
且
字
決
に
超
ゆ
る
を
税
て
感
賞
措
が
や
、
途
に
涼
庇
を
以
て
商
品
開
時
間
師
と
な
じ
た
。

こ
れ
ほ
底
が
姶
め
て
繭
嘗

t
R
T
2
7
0
)
に
接
す
る
を
件
だ
所
以
で
あ
り
、
之
れ
よ
り
事
業
日
に
苧
ぺ
治
療
に
も
奏
空
少
る
所
い
か

多
か
っ
た
。
文
化
十
四
年
フ
ェ
ー
ル
ケ
の
死
亡
せ
し
後

d
艇
は
測
り
蘭
館
内
の
療
務
を
控
品
し
功
績
顕
著
で
あ
っ
た
の
で
、
後
に
ド

ウ

1
7
の
報
告
に
基
き
利
組
閣
fk
上
ト
リ
平
山
貨
当
日
行
包
受
け
日
外
科
切
断
器
地
一
箱
児
テ
シ
ヤ
大
崎
外
套
一
襲
を
聡
ら
れ
た
。

別
に
勾
歳

職
ず
る
所
の
沙
精
若
干
を
以
て
株
に
ト
尤
て
ん
と
し
た
が
.
幕
府
老
中
は
邦
人
は
一
外
凶
の
叫
仰
を
叉
く
可
ら
や
ど
し
之
を
許
さ
な
か
っ
た

L 

L、
。

と
の
い
千
皮
抗
出
に
は
は
ぺ
に
凶
院
の
ゆ
紡
が
湛
べ
ご
わ
日
山
川
は
之
を
慌
た
受
章
じ
た
。
然
る
に
「
泊
官
ム
比
政
平
久
、
鋭
的
出
叫
川
叫

，
情
、
忠
告
先
生
日
、

中
十
九
褒
賞
書
、

山
応
事
流
社
一
足
一
事
H
司
、

君
性
疎
柄
、

者
以
此
誇
入
、

右
害
知
紙
、

不
若
焼
棄
也
、
叶
ス

生
大
幌
、
印
日
焼
之
」
と
。

何
怖
干
将
来
、

北
パ
後
嗣
問
国
政
的
乙
(
ロ
己
σ
吉
長
崎
に
来
っ
た
が
、
内
科
外
科
に
通
じ
て
庇
た
の
で
涼
庇
は
後
之
に
従
っ
て

事
ん
だ
。

y

フ

エ

ヲ

シ

ド

ヲ

シ

ヌ

，

リ

寸

一

ゲ

丈
化
十
四
年
長
崎
に
大
火
が
あ
り
、
共
後
疫
病
が
流
行
し
た
が
治
療
功
を
奏
せ
中
、
パ
テ
イ
は
扶
敏
郎
皮
及
び
公
私
貌
律
何

柑
一
す
の
治
療
書
を
一
不
し
、
此
疾
は
州
経
熱
と
い
ふ
も
の
な
り
と
午
前
っ
た
が
‘
球
庇
は
大
に
苓
ん
で
此
等
の
書
を
読
み
、
一
脚
経
疫
論
、
腐
敗

疫
論
の
二
蓄
を
抄
議
し
た
と
い
ふ
。

文
政
一
光
年
歳
三
十
三
に
し
て
長
崎
を
去
り
、

脚
立
肥
佐
熊
本
に
於
て
藩
オ
に
岡
洋
磁
術
小
泌
を
講
じ
た
。

蕊
侯
之
を
聞
い
て
三
百
石

b
L
以
て
之
を
璃
せ
ん
と
し
た
が
、
之
を
交
付
-TC
斬
い
く
成
品
に
切
っ
て
郷
里
に
財

u
d
I二
年
京
都
に
時
間
業
を
聞
い
た
。
一
初
め
は
ん
f
川

高
辻
南
に
杭
し
、

つ
い
で
官
町
二
僚
に
移
り
、
後
析
を
室
町
夷
川
北
鏡
口
庄
町
に
卜
し
た
。
名
聾
籍
延
、
病
客
群
り
集
ひ
、
諸
侯
も
争
て

彼
を
招
い
た
と
い
ふ
。

新
宮
涼
庇
の
制
件
前
思
惣

第
四
十
回
答

，'-

第
二
披



新
{
白
涼
庭
の
経
済
思
怨

第
四
十
回
答

丹、

四

第

量主

四

以
上
漣
ぷ
る
如
く
、
流
庇
は
フ
ェ
ー
ル
ケ
・
バ
テ
イ
等
に
つ
い
て
蘭
方
を
皐
ぴ
、
そ
の
信
用
篤
く
、
彼
等
の
聞
に
も
涼
庇
は
名
際

J

J

F

ル

と
稽
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
筏
雨
宮
四
勃
児
篤
(
間
一
色
5
7
3

長
崎
に
来
る
や
、
涼
庭
は
師
叫
に
長
崎
に
在
ら
や
‘
之
と
見
ゆ
る
能
は
ず
る
を
遺

憾
と
し
屡
主
同
を
賄
っ
て
敬
意
を
表
し
た
と
い
ふ
。

涼
峰
は
蘭
密
で
あ
る
。

一
目
、
高
階
婆
州
と
町
奉
行
組
輿
カ
某
宅
に
曾
し
た
。
護
州
日
く
、
卿
は
西
洋
高
里
外
の
書
を
讃
み
以
て

我
邦
の
患
者
を
治
療
せ
ん
と
す
、
彼
我
風
土
飲
貨
の
異
同
を
思
は
ざ
る
か
と
。
涼
庭
之
に
答
て
日
く
、
劉
渓
今
を
去
る
千
有
徐
年
、

T
t
均
二
，
k
h主
い
ト
、

r
3
4
:
河
リ
や
〆
、
〉
い
い
、

h
l印
ノ
止
ヲ
ノ

1
1
ι
F
l
i
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J

J
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〉

、
f

〉
里
司
、
音
斗
c
c
h
u
y

〉
士
写
ゴ
ド
ド

F
』
、

副
U
U
J
F
C

ノつ
d
wリ
t

M

W

由
J
」
み

d
z
ι
1
E
Z
u
ヤ
小
J

f

t

1

ιIMF-‘
F
-
門
川
門

1
リマ

-
O
H
h
N
F
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E

』
当
J
/
虫
干
と
づ
袋
詰
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議
杭
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成
庭
の
問
団
術
に
対
す
る
考
は
、
崎
市
は
仁
術
で

b
る
。
人
を
活
か
す
こ
と
を
問
的
と
し
て
ゐ
る
。
仁
心
あ
り
と
雌
術
拙
左
ら
ば
謀
つ

て
人
を
殺
し
、
仁
宮
た
る
こ
と
を
得
友
い
。
故
に
有
も
余
の
門
に
入
る
者
は
浩
弐
顕
摘
も
須
く
巧
手
た
ら
ん
と
1
t
b
u
要
す
と
漣
ぺ
た

と
い
ふ
。

eM庭
常
に
日
く
方
今
世
上
の
時
国
型
、
漢
繭
市
今
の
日
が
あ
る
。
従
て
余
の
門
に
撃
ぶ
者
は
そ
の
方
術
に
於
て
東
西
内
外
十
日
今
を
問

は
や
、
宜
し
く
悶
く
収
め
井
一
び
貯
へ
遺
棄
す
る
所
た
か
れ
、
そ
の
方
、
閥
均
奴
よ
り
出
づ
る
も
有
も
人
を
救
ふ
に
足
る
も
の
は
亦
取
る
所

あ
れ
と
。
か
く
の
知
く
彼
は
必
や
し
も
蘭
方
の
み
に
偏
侍
せ
や
、
取
る
べ
き
も
の
は
古
今
東
西
を
問
は
や
之
を
採
る
の
態
度
に
出
で

た
。
然
し
閤
洋
欝
術
は
我
幽
に
停
は
る
こ
と
尚
ほ
日
浅
草
も
、
彼
K
あ
り
で
は
既
に
百
年
以
来
大
に
開
け
も
各
闘
に
盟
国
製
校
の
設
が
あ

り
、
研
究
煉
勝
、
理
化
解
剖
等
の
諸
問
宇
は
亜
細
亜
人
の
企
て
及
ぶ
所
で
は
友
い
。
支
那
は
三
千
年
を
経
て
上
古
の
遺
方
、
奇
殺
を
奏

ず
る
者
も
ゆ
〈
紅
い
が
、

h
L
諭
泌
理
に
於
て
取
る
に
足
る
も
の
が
た
い
。

よ
っ
て
支
那
欝
書
に
於
て
は
病
症
主
治
繋
方
を
知
れ
ば
足

る
も
の

k
断
じ
て
ゐ
る
。



〔
還
財
家
と
し
て
の
猿
庭
U

涼
庭
が
そ
の
幼
少
一
時
に
於
て
貧
苦
の
生
活
を
な
し
つ
』
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
ぺ
た
所
に
よ
っ
て
明

か
で
あ
る
が
、
今
や
豆
高
の
宮
を
積
む
に
至
っ
た
。
而
も
自
ら
奉
や
る
に
険
素
を
以
て
し
、
繭
席
川
町
る
と
雄
も
年
を
経
て
抽
出
へ
や
、

障
子
は
只
そ
の
睡
隙
を
補
填
す
る
の
み
で
あ
り
、

日
夜
茨
泊
を
浪
費
せ
ざ
る
こ
と
を
以
て
戒
と
な
し
、
油
蓋
燈
心
は
二
本
を
過
守
る

を
詐
さ
在
か
っ
た
。
且
常
に
日
く
、
山
民
泊
を
節
す
る
こ
と
を
知
る
者
は
貧
窮
に
主
ら
や
と
。
荒
浪
費
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
涼
庭
は
財
を
積
ん
だ
が
、
銭
を
守
る
こ
と
を
賎
み
、
能
く
散
じ
て
困
窮
を
救
ふ
た
。
即
ち
連
年
凶
作
機
苓
路
に
満
ち
諸
侯

図
弊
せ
る
と
き
に
蛍
り
.
涼
庇
は
若
干
金
を
回
選
候
に
駄
じ
た
。

と
れ
は
嘗
て
涼
庭
が
長
崎
に
遊
山
門
f

せ
ん
と
す
る
と
き
修
業
料
、
ど
し

で
月
俸
二
日
を
給
山
t
ら
れ
(
例
改
一
胞
は
ご
の
伴
峠
と
貯
描
金
と
を
悉
〈
父
母
奉
識
の
資
に
充
て
た
の
で
あ
っ
た
)

ヘ
マ
や
叩
晶
子
吹
っ
て
耐
色
任
官
せ

回、，
-J

戸、
k
J

、

1
・4
7
占

F

E

、nノ
ヨ
叫
4

凶
ケ
白

k
'
-
川
淵
引

'A戸、

切

l
q
u
b
A
j手
ド

E
E

H
窮
民
賑
酬
の
一

一
端
に
供
せ
ん
た
め
で
あ
っ
た
。

天
保
七
年
の
飢
鰹
に
首
り
‘
，

m底
は

わ
れ
微

力
な
り
と
雌
も
、
財
を
散
じ
て
窮
民
を
娠
は
さ
ん
と
い
ひ
、
日
々
鴨
東
青
楼
に
盛
宴
を
張
り
三
千
徐
金
を
費
し
た
と
い
ふ
。

涼
庭
は
亦
そ
の
資
を
諸
伎
に
融
通
し
た
。
凶
池
善
右
衛
門
は
大
名
貸
に
は
頗
る
方
法
が
る
り
、
同
業
者
中
に
も
之
が
た
め
に
産
を

失
ふ
者
多
き
故
を
以
て
、
涼
庭
を
し
て
之
を
山
山
ひ
止
ら
し
め
、
専
ら
間
四
術
に
一
専
念
し
、

そ
の
蓄
積
せ
る
も
の
は
向
ら
月
五
米
の
利
を

確
保
す
ぺ
き
こ
と
を
以
で
し
た
が
、
涼
庭
は
我
れ
何
ぞ
守
銭
奴
の
鼻
息
を
仰
が
ん
や
と
て
そ
の
立
に
従
は
や
、
往
々
に
し
て
諸
伎
に

融
通
し
、
果
し
て
之
を
失
っ
た
と
い
ふ
。

涼
庭
は
亦
諸
侯
に
開
せ
ら
れ
て
そ
の
財
政
友
直
し
の
た
め
に
殺
し
た
と
と
も
あ
っ
た
。
例
へ
ば
南
部
候
の
前
に
舷
じ
て
儒
生
相
馬

一
郎
{
九
方
と
放
す
)
と
共
に
盛
岡
に
赴
き
、
財
政
を
革
め
、
良
馬
名
鷹
を
山
野
に
欣
ち
、
川
県
川

U

忙
を
省
き
れ
径
を
起
し
、
静
一
草
す
る
庭
が

多
か
っ
た
。
藩
士
佳
々
に
し
て
之
を
忌
み
、
誹
誘
排
出
制
せ
ん
こ
と
を
謀
っ
た
と
い
ふ
。
又
南
部
伎
の
た
め
に
民
華
の
豪
商
数
人
を
説

新
宮
涼
庭
の
経
済
思
想

第
四
十
四
巻

ノ、、

五

賞主

競

3i 



新
宮
硫
庭
由
一
経
済
田
川
惣

泊
四
十
回
答

一
凡
六

本
二
被

い
て
貸
金
を
友
さ
し
め
、
自
ら
も
一
一
品
隔
を
出
し
た
。
南
部
伎
は
侍
醤
を
し
て
、
涼
佐
の
川
人
と
た
し
京
に
到
っ
て
製
ば
し
む
る
乙

と
十
年
、
涼
庇
に
株
三
百
行
、
相
馬
一
郎
に
百
百
を
賜
う
た
と
い
ふ
。

註
)
「
南
部
史
婆
」
に
は
涼
峰
山
こ
と
を
記
し
て
ゐ
な
い
が
、
来
世
間
を
し
で
京
都
に
遊
間
中
せ
L
め

L
4
は
-
鬼
同
先
生
日
行
録
1

一
に
説
け
之
島
と
ん
U
L
で

を
り
、
て
れ
よ
り
抑
考
す
れ
ば
、
有
山
川
政
改
革
は
清
一
一
ザ
十
ヘ
開
利
崎
川
公
(
白
川
九
政
ヘ
千
七
日
凡
を
法
号
、
点
水

a
z

リ
同
月
遁
去
)
心
と
き
の
同
米
下

で
あ
ら
う
。

越
前
侯
は
財
政
不
如
意
に
し
て
京
的
大
阪
の
航
J

し
に
償
う
能
は
や
、

山
川
主
は
制
約
し
て
同
後
貸
金
を
た
さ
ピ
る
に
王
っ
た
。
H

ふ
亡

イマ

l

人山
C
Aル
戸
藩
却
の
伸
、
川
崎

k
ト
く
ふ
る
胞
は
や

内
ち
」
川
凶

~ν-附
押
し
℃
川
川
比
改
午
ん
r
一'
γ
J
7
た。

d
k
M一
は
丸
山
凶
作
い
仁
川
L

一
必
し
ご
い
品
情
川
川

守
凶
役
を
畷

L
.
H山
正
接
待
の
一
札
貨
を
省
き
、
白
ら
代
一
っ
て
そ
の
任
に
常
る
こ
と
凡
七
年
、
自
ら
一
高
附
を
貸
し
、

H
京
阪
滞
債
主
宇
一

沿
い
た
の
で
、

鴻
池
喜
右
衛
門
は
七
時
帰
を
貸
し
ル
他
亦
貸
金
そ
友
ず
仔
が
多
か
っ
た
。

越
前
川
民
一
州
-
一
妊
の
山
引
を
vuH
ぴ、

秘
五
白
石
h
T
L

賜
う
た
と
い
ふ
。

然
る
に
そ
の
信
，
執
政
市
民
法
し
復
た
山
県
主
に
協
は
や
、

鴻
地
草
川
右
衛
門

H
U川
一
佐
に
戯
に
肝
ノ
、
「
僕
1
1
た
生
治
療
、
川
日

有
今
日
、

何
h

廿
加
之
、

-
T
E
J
t
i
-
-
、

ー

t
A
H
H廿
官
民
和

注
生
融
局
日
、

何
也
、
追
い
竹
術
門
微
叫
た
円
、

間l
~I三
i、L

t 
'r. ) .. 
iil 

川
貸
ぽ
侯
七
広
州
、
似

総
本
可
牧
、
問
込
所
以
訓
た
生
也
、
山
一
臣
非
ハ
内
側
邪
』
と
。

(
註
)
一
腕
井
務
の
執
政
松
平
住
民
ほ
ベ
保
十
一
日
中
に
緯
免
せ
ら
れ
て
み
る
か
、
U
‘
此
一
事
資
ぽ
そ
れ
以
前
白
事
柄
で
あ
ら
う
。
山
一
妊
に
つ
い
て
は
一
附
井
牒

史
に
所
見
な
し
一
。

〔
畢
者
と
し
て
の
濠
庭
〕

既
に
辿
べ
た
る
仙
く
山
辺
は
悩
方
問
団
主
同
に
通
じ
!
た
位
。
で
あ
る
が
、
必
L
T
し
も
問
問
曲
学
の
み
友
ら
A
Y
儒
墜
に

も
泊
じ
、
山
伊
東
同
を
殺
ね
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
棋
加
藤
拙
堂
は
彼
を
評
し
て
『
幣
而
係
、
山
人
而
上
大
夫
、
首
翁
鮒
+
主
張
阿

洋
盤
法
、
耶
好
却
脱
皮
、

週
明
関
越
用
之
率
、
'
H
↑
ん
非
墜
而
儒
者
乎
、

LUm雌
絡
身
T
F
!
社
、

e

而
憂
人
之
家
圏
、
以
粧
給
白
任
、
-
是
非
山
火
而

市部史要、 327:lT
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上
心
へ
犬
符
乎
』
と
。
従
っ
て
い
父
反
す
る
川
の
儒
庁
も
亦
多
か
っ
た
が
、
山
口
巾
に
情
殺
の
下
に
単
品
川
の
誌
な
き
ぞ
喫
じ
、

溢
に
一
高
金
を
抱

て
佐
田
院
を
東
山
市
岬
寺
畔
に
建
て
た
。

H
4
よ
り
走
き
鯖
江
民
京
都
所
司
代
と
た
り
ほ
吃
そ
の
簡
に
出
入
仁
、
常
て
五
千
絵
金
を
融
通

し
た
こ
と
が
あ
り
、
川
崎
明
合
処
北
の
こ
と
を
嘩
ぺ
て
ゐ
た
か
ら
、
侯
た
に
悦
び
自
ら
「
順
医
者
院
」
の
四
字
を
古
し
て
賜
ふ
た
。

註
)
「
順
一
止
書
院
記
」
に
一
「
一
九
，
翁
修
崎
尚
之
山
県
、
で
同
町
民
P
U
、
川
崎
挺
之
、
は
べ
九
九
端
、

制
問
篤
(
い
孔
抗
、
而
喰
伝
之
、

[
伊
也
岐
と
五
、
斤
・
沼

H
刷
戸
仁
川

品

川

イ

l
l

一

」

『

F

r

i

l

l

-

一
日
比
義
者
、
花
点
目
同
此
、
H
U

児
所
以
名
壮
一
日
院
崎
『
一
と
あ
る
。

世
一
同
院
の
地
、
ト
竺
一
，

t
パ
む

北
に
川
川
二
は
が
附
渇
し
て
ゐ
る
が
、
一
見
に
月
後
川
伎
町
州
リ
川
市
の
地
を
川
猿
析
川
と
し
折
口
日
付
と
い
び

民
主
む
〉
再
月

=
E
J

戸

E

M
R
U
p
o
-
-
J
J
I
-
-

ζ
5
1【

t
比一一
h
H
B
rに
こ
む
孔
ト
:
J
r
U
1

J
h
h
t
ト
i
b
t
z
l

【

-
-
l
:
ν
l
j

t
'
J
i
z
-
t
J
一
;
:

h
hレ
a
d
ヰ
~
河
川
く
れ
刊
ド
品
川
蜘

tlr占
た

ド
】

H
J
E
二

二

]
4
4
1
t
、明弘ド
A
L
-
-
i
、

/
正

1
f
!
寸

:ρ
川
j

j
，U
で

4
f
-
i

め
に
年
峠
正
一
「
け
叩
up--え
け
た
が
、
之
を
民
両
院
の
山
手
資
に

h

た
て
た
③

同
じ
く
市
部
侯
に
貸
せ
る
所

4

河
川
二
広
州
反
比
六
mm政一一一百
.h.
後
念

く
之
を
伎
に
献
じ
、
川
っ
て
午
余
白
刷
を
賜
う
た
が
、

こ
れ
亦
当
院
の
事
資
金
に
充
て
た
。
比
ハ
他
金
=
一

F
」
ハ
白
川
を
伊
賀
伊
勢
同
組
十

校
資
金
と
し
、

そ
の
利
子
三
小
併
を
年
々
退
院
に
牧
む
る
こ
と
、
し
、
他
に
五
千
耐
の
資
金
が
あ
っ
た
。
此
や
干
の
閣
下
川
L
」
事
資
と
を
以

て、

J
A
院
の
民
慌
を
叫
叩
貰
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

ー
院
の
底
闘
に
は
乙
ノ
ト
化
汗
終
H
M

ー
を
杭
走
、

そ
の
文
府
に
は
法
舗
の
主
新

を
牧
械
し
、

そ
の
講
堂
に
於
て
は
ん
叶
月
数
同
社
川
巾
の
名
儒
L

へ
山
一
子
乞
国
勝
し
て
経
史
を
議
議
せ
し
伽
、

門
戸
を
間
放
し
て
前
く
れ
芯
斤

に
鑓
講
を
詳
し
、
四
方
志
向
学
の
徒
を
延
き
、
値
一
資
の
曲
学
生
を
し
て
向
攻
墜
し
得
る
の
注
を
聞
い
た
も
の
で
る
る
。

シ

1
ボ
ル
ト
は
彼
を
一
川
し
て
『
欧
雑
巴
準
問
の
視
愛
仔
に
し
て
京
郊
に
ゐ
け
る
大
流
行
替
の
一
人
で
あ
る
』
と
い
ひ
、
北
(
蔵
書
に
就

て
は
『
日
本
に
ゐ
け
る
和
繭
同
書
の
円
以
ム
ヘ
所
蔵
一
一
次
と
し
て
、
実
践
の
附
者
は
黄
金
三
百
校
に
値
す
る
程
で
あ
る
』
と
記
し
て
ゐ
る
。

〔
占
空
爆
の
人
物
〕

涼
庭
の
人
物
そ
の
言
行
の
一
端
は
既
に
漣
ぺ
た
る
所
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
が
、
治
彼
の
人
物
を
知
る
べ
き
二

新
空
白
諒
庭
D
経
済
思
想

第
四
十
回
答

''-
七

第

披

七

シ - .j-;.' Jレト 11:
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新
宮
涼
庭
D
経
済
思
想

第
四
十
回
答

i¥. 
i¥. 

第

車主

丹、

三
の
事
項
を
「
鬼
園
先
生
一
一
一
口
行
録
」
に
よ
っ
て
先
に
摘
録
し
よ
う
っ

涼
催
は
常
に
朝
廷
を
寧
崇
し
幕
府
を
敬
し
た
。
常
に
そ
の
子
弟
を
戒
め
て
日
く
『
若
し
典
薬
御
菅
に
舎
は

r
、
縦
令
其
人
皐
蒋
く

年
少
左
り
と
も
、
宜
し
く
敬
鶴
山
町
商
量
し
て
必
や
下
座
に
就
き
・

E
起
っ
て
之
を
送
迎
せ
よ
。
之
は
そ
の
人
を
敬
す
る
に
止
ま
ら
や
、

朝
廷
を
掌
崇
す
る
所
以
で
あ
る
。

叉
幕
府
の
布
令
は
よ
く
之
を
守
り
・
誹
議
定
背
す
可
ら
や
、
是
れ
安
一
人
の
道
で
る
る
』
と
。

大
阪
町
奉
行
跡
郡
山
城
守
、
涼
庇
K
私
語
し
て
日
く
『
大
御
所
支
恭
院
)
洋
筆
者
を
忌
む
，
卿
立
し
く
自
ら
意
を
加
ふ
〈
し
』
と
。
と

れ
よ
り
涼
庭
は
蘭
書
の
救
段
佐
川
口
白
木
一
氾
南
翁
に
託
し
、

自
ら
は
防
K
M
繭
蓄
を
読
む
舵
は
士
、
も
者
と
た
し
も

ヌ
冬
一
〈
閥
単
者
と
交
ら

下
、
常
に
怖
書

E
読
み
保
j
L」
交
り

f
止
を
T
ト
J
E
訓
叫

U
d
巨町一

I
M
一
台
」
I

J

1

#

一言一
Jt'fE山

1

J

、

t
J
4
H
1
一三

-
5
1
1
1
3
3
1
5
l

三

I
J
4

月
ト
カ
紙
記
て
EFE

(
:
3
・

:
;
3

上
町
、
制
ー
と
お
[
ホ

崎
に
来
っ
た
と
き
、
再
三
涼
庭
に
蓄
を
寄
せ
殺
を
詰
は
ん
こ
と
を
以
で
し
た
が
、
涼
庭
は
之
に
返
書
を
輿
へ
や
、
後
数
年
、

シ

l
ボ

ル
ト
江
戸
参
府
の
途
、
京
都
を
過
官
。
垂
教
を
乞
ふ
や
、
止
む
を
得
A
Y
そ
の
放
館
を
訪
ふ
た
が
.
共
後
ま
た
音
問
を
通
ぜ
な
か
っ
た
“
後

シ
I
ボ
ル
ト
が
事
に
座
し
た
際
に
も
涼
庭
に
は
泉
を
及
ぼ
さ
た
か
っ
た
と
い
ふ
。
こ
の
賄
K
つ
い
て
「
鬼
園
先
生
言
行
録
」
に
は
涼
庭

は
シ
l
ボ
ル
ト
・
大
臨
一
半
八
郎
・
宇
野
甚
助
・
入
江
十
左
衛
門
・
高
野
長
英
等
の
人
と
漏
り
を
知
り
、
早
く
共
幾
微
を
察
し
て
深
く
交
ら

ざ
り
し
も
の
と
し
て
ゐ
る
が
、
涼
庭
自
ら
は
『
予
好
高
談
直
言
、
乗
快
吐
露
胸
候
、
無
所
隠
匿
、
故
邪
僻
隠
謀
者
、
懐
漏
地
共
謀
、

不
政
縄
我
耳
、
口
疋
亦
免
禍
之
一
術
也
』
と
一
一
一
一
口
っ
て
ゐ
る
。
蘭
方
の
名
問
酉
涼
庭
は
、
慮
世
の
術
に
於
て
も
名
融
酉
で
め
っ
た
と
い
ふ
べ
き

乎
、
非
乎
。

涼
庭
は
怒
を
越
さ
や
、
奮
惑
を
念
は
歩
、
放
に
喜
怒
哀
楽
忽
ち
議
す
と
雄
、
亦
忽
ち
散
し
、
頗
る
常
人
と
異
る
所
が
あ
っ
た
。
大

喝
怒
罵
疾
風
電
雷
の
如
く
で
あ
っ
て
も
、
大
風
一
遇
す
れ
ば
忽
ち
時
期
と
及
る
の
趣
が
あ
っ
た
。
ま
た
よ
く
快
談
大
笑
し
忠
臣
貞
婦

諒庭は、:y-" *:ルトの江戸訪問の往路蹄路ともに京都l亡於てシー卓ルトを訪問
してゐる中うである。(シーボルト先生其主主I涯及:D7業 807頁。シーボルト江戸

参府紀行、 394，549買)

8) 



の
こ
と
に
及
べ
ば
感
抗
体
討
せ
歩
治
相
削
減
{
似
た
る
も
の
が
あ
り
、

誠
に
天
真
鰯
漫
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。

〔
濠
庭
の
寧
去
〕

日
茄
水
六
年
卜
月
病
気
に
か
t

、
り
、
十
一
月
偏
頭
痛
を
品
目
し
、
衰
弱
漸
く
加
っ
た
が
而
も
粉
川
は
少
も
表
へ
や
、

安
政
一
光
年
一
月
九
日
遂
に
逝
い
た
。
山
手
年
六
卜
八
、

順
正
院
新
阿
波
庭
居
士
と
の
誕
し
、

瑞
龍
山
下
南
栂
寺
塔
巾
支
援
庵
に
葬
っ
た
。

大
医
四
年
五
五
位
を
贈
ら
る
。

J

保
庭
に
は
子
女
数
人
あ
っ
た
が
皆
早
へ
し
、
育
つ
所
は
一
女
の
み
で
あ
っ
た
。
備
中
間
…
崎
の
農
向
袖
・
本
山
間
一
助
の
一
子
新
太
郎
、
備
前

川
山
に
山
川
で
て
物
f

晴
雄
氏
に
つ
き
ご
湾
宇
一
挙
ぴ
、
後
涼
庭
の
門
人
と
な
っ
た
が
、
入
れ
て
耐
と
な
し
、
札
パ
女
に
配
し
、
名
を
涼
民
と

小
人

3

J

'

J

P

可。

I
-
ν
m
I
L
U
%
b
p
 

J

旧
民
・

J

同
閣
E
本
J
h
w
m
L
」
レ
、

A
汀

z
k々
汁
亡

hn小

FT
・-
M
t
K
1
1
M
K
Z
〉一一一

t
b
L
ァ

r
p
h
う
J

、

J
1
t
M
H
J
1
f
J
可

L
J
t
b
h
r
ハ川
V

L

h

司
J
J
t
h

…4
1
i

ぞ
の
也
義
ず
し
一

L
て
『
川
閣
が
あ
り

昨
日
に
は
-
一
旬
(
涼
不
)
二
女
が
あ
勺
た
。

-
一
‘
著

書

涼
庭
の
著
書
は
甚
だ
多
い
二
兎
閣
先
生
ェ
一
日
行
鎌
」
に
一
不
ず
所
は
次
の
如
く
で
あ
る

d

務

理

外

科

則

原

著

護

制

篤

見

氏

小

児

全

書

一

夜

間

疫

品

鯨

人

科

書

腐

敗

疫

繍

療

治

鎖

一

言

解

刷

版

則

閏

遊

日

記

入
t

身

分

離

則

但

泉

紀

行

外

一

則

駆

賢

婦

詩

紗

・

駆

回

外

方

府

破

れ

家

の

つ

刊

誌

く

り

話

参
考
扶
敬
郎
度
民
及
会
私
貌
律
樹
氏
帯

原
著
布
放
官
民

同

上

同

用

同

-< .. 
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新
{
n
'
U
{

町
田
挺
の
純
情
思
想

的
凶
十
四
谷

プL

Q 

~1~ 

f戒

v 

右
に
よ
っ
て
も
明
か
な
る
如
く
、
著
書
の
多
く
は
院
在
日
?
あ
り
、
附
睦
問
主
の
翻
月
時
が
心
く
な
い
。
「
駆
竪
稀
支
紗
一
に
は
仁
川
悦
岡
ゆ

ww
公
・
上
九
鬼
綾
部
扶
・
上
出
石
供
・
利
論
、
一

l

拠
竪
婿
詩
紗
」
に
は
一
不
山
梨
縮
刷
品
判
中
学
が
あ
っ
て
、

多
少
絞
消
思
想
を
窺
ふ
に
足
る
も
の
が

あ
る
が
断
片
的
で
あ
る
。
た
ピ
「
彼
れ
家
の
ワ
ピ
く
り
話
一
ば
、
段
、
も
纏
っ
た
も
の
で
あ
り
、
涼
一
階
の
粍
消
息
恕
を
見
る
に
足
乙
唯
一

の
著
書
と
い
ふ
子
と
が
出
来
る
c

「
似
れ
家
の
つ

r
く
り
ぷ
f

一
は
上
巾
下
の
一
一
一
容
上
リ
成
っ
て
ゐ
る
。
本
父
の
は
淵
に
「
火
政
十
一
年
の
お
仲
或
諸
伎
の
家
老
余
が
宋
に

ボ
り
て
川
、

日
く
云
々
(
小
附
)
や
小
山
川
総
も
あ
り

U

鰍
止
が
た
く
て
川
ハ
問
に
汗
ふ
る
官
庄
の
如
し
」
ム
一
あ
り
、

ト
ム
径
は
そ
れ
に
到
す
る
作

r

，，P
9

'

p

h

T

一・
1

1

4

J

I

J

-

4
1
F
r
v

耳
t
t
p
J
J〆
4
U
R
3
1
t
瓦
之
泊

小
谷
下
位
甘
は
川
牝
日
開

K
M
お
っ
吋
ゐ
た
い
。

相
L
月
論
は
上
在
も
中
下
を
も
互
に
聯
闘
L

て
を
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
政
十
一
年
頃
の
著
作
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
c

後
に
之
を
校
正
出
版
し
た
九
方
生
肇
一
冗
基
の
序
に
は
『
潟

五
十
本
、
贈
之
同
志
之
士
』
と
あ
り
、
弘
化
「
未
夏
五
月
と
あ
る
か
ら
、
開
反
さ
れ
た
の
は
弘
化
四
年
で
あ
る
。

同
書
の
題
一
吉
に
は
、
共
一
筋
に
『
人
を
激
し
励
ま
し
て
園
政
h
f
興
し
民
を
救
ふ
の
一
助
に
も
な
れ
か
し
と
と
び
ね
が
ふ
の
み
ぷ
同
肘

の
士
人
祉
を
耽
と
も
忠
は
十
、
要
路
顔
役
に
出
で
で
も
、
う
か
/
¥
と
今
日
送
り
に
暮
し
、
途
に
は
同
政
を
銭
ひ
風
俗
を
傷
り
武
威

を
落
す
の
姿
に
至
れ
ば
‘
闘
を
関
す
る
の
一
心
得
に
て
.
か
く
は
烏
り
辱
か
し
む
る
に
似
た
れ
ど
も
・

t
た
る
人
に
封
し
て
は
芹
を
鼠
じ
.

朋
友
に
は
杏
を
責
る
の
心
反
り
。

さ
て
へ
の
穴
を
-
一
τ

日
ふ
亡
共
弊
れ
を
補
は
ん
趣
向
に
て
、
破
れ
家
の
う
ピ
く
り
活
と
は
名
づ
け
た
り
円
一

と
あ
る
か
ら
、
本
書
の
怠
闘
す
る
所
は
大
腿
明
か
で
あ
り
、
涼
底
が
輩
に
人
を
留
す
る
の
み
な
ら
や
、
慨
然
と
し
て
闘
を
脅
す
る
の

士
山
を
以
て
本
書
を
成
し
た
る
意
気
を
窺
ふ
乙
と
が
出
来
る
。

本
海
の
内
本
は
経
済
応
・
政
事
筋
・
史
術
開
川
の
三
筋
に
分
ち
、
上
容
は
経
済
皆
川
、
中
容
は
政
事
筋
、
下
巻
は
政
事
篇
(
願
書
)
ム
一
史
術



篇
と
た
っ
て
ゐ
る
。
上
容
に
は
時
懲
論
と
し
て
諸
大
名
の
財
政
困
難
の
扶
態
を
洗
き
、
営
局
執
政
の
無
能
、
君
主
の
暗
慢
を
指
摘
し
、

勘
定
奉
行
や
家
老
の
撰
み
方
、
勝
手
元
不
如
意
の
根
元
を
究
め
、
金
銀
の
融
一
週
、
銀
札
迦
米
の
利
害
を
論
じ
、
中
巻
に
は
重
役
の
人

濯
、
善
政
仁
政
の
事
を
論
じ
、
農
業
産
業
の
奨
励
、

そ
の
他
賞
罰
・
諌
一
言
。
戒
泊
。
賄
賂
・
淫
嗣
等
の
こ
と
に
及
ぴ
、
下
巻
に
は
上
諸

侯
よ
り
下
家
老
・
側
用
人
・
目
付
役
手
に
王
る
ま
で
の
心
得
方
を
詳
述
し
て
、
中
痛
の
政
事
篇
を
怖
ひ
、
吏
術
篇
に
は
訴
訟
・
裁
判
・
郡

奉
行
・
町
長
行
・
牧
納
米
取
方
の
心
得
方
を
諭
じ
て
ゐ
る
。

A
H

同
時
に
於
℃
は
経
済
と
い
ふ
活
を
成
義
に
用
び
‘
そ
の
時
々
の
政
治
の
是
非
を
ぬ
じ
た
も
の
で
、
経
閣
消
民
の
議
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、

政
治
L

一
経
済
と
を
同
川

L
Nな
い
の
が
一
般
で
め
っ
た
に
も
仰
向
で
』
以
降
は
ん
行
の
如
〈
M
W
昨
筋
と
政
事
術
正
庁
分
つ
六

こ
と
は
注
意
す
べ
き
拙
で
あ
る
。
右
記
尚
一
の
内
各
に
つ
い
て
倹
す
れ
ば
、

一
市
青
が
必
や
し
も
明
確
に
高
刑
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
い
ひ
得

た
い
が
、
兎
に
角
南
抗
白
を
厄
別
し
た
こ
と
は
、
本
選
の
一
特
徴
で
あ
る
と
い
び
得
る
。
以
下
本
選
に
つ
い
て
伎
の
経
済
忠
怨
を
窺
ふ
こ

る
収
国
を
お
鴇
惨
に
お
め
、

と
‘
為
し
た
い
。

「
時
勢
一

=
一
、
経

}湾

恩

想

「
峨
れ
交
の
勺
ピ
〈
リ
活
一
は
経
済
篇
に
始
、
去
り

そ
の
日
到
に
於
て
山
近
は
光
づ
時
山
川
町
を
高
じ
、
時
燃
の
上
っ
て
午
J
T

r
b
i、
-
、
}
〉
と
i
凶
民
、

川

F
ノ

一

t
，
d
μ
H
h珂

担
時
決

J
K
老
の
附
則
胞
を
指
仰
し
て
ゐ
る
c
HHMTι

「ノ

1
叩
p

，、

日
J
l
l
r
i

『
今
時
諸
家
四
一
本
中
、
上
中
下
と
も
か
L

る
難
作
太
干
由
御
代
に
あ
り
て
、

h
a
身
大
身
に
九
州
な
〈
、
比
一
身
分
よ
り
ぽ
自
然
と
布
停
に
併
し
移
り
、
わ
づ

か
に
百
石
二
百
石
ゆ
知
行
を
以
る
も
の
も
、
士
列
以
上
な
E
と
相
心
得
て
、
江
一
肘
従
来
に
も
来
山
県
一
ν
た
し
、
絹
心
仰
を
涜
L
、
リ
人
家
内
に
て
は
小
者
ド

々
を
召
し
仕
ひ
、
其
長
女
も
次
円
誌
を
山
礼
ず
り
遣
を
'
江
川
ふ
事
ほ
勿
論
な
り
、
自
ら
織
で
き
る
ド
を
も
わ
き
主
へ
ず
、
叉
晃
一
取
な

y-
を
峰
、
り
す
る
に
も
一

相
州
官
涼
路
O
縦
岬
閃
忠
忽

1u 

'fき

曲且

協
四
十
四
谷

以ド引)1)文に示せる:n数は日本経済法者第一γ:'._---trl:りn数である。1日引用文は
木版容によって佼イ干した c fA_木版停にはJi恨お古川ゐてゐる。



新
宮
涼
庭
の
粧
務
思
想

第
四
十
四
巻

大4

第
二
蹴

年
分
の
物
成
主
打
こ
み
、
た
H
h

有
価
四
の
町
人
に
金
銀
を
借
り
納
れ
て
其
年
月
を
怠
る
市
中
に
こ
ミ
ろ
へ
、
央
服
屋
・
小
間
物
屋
・
凡
一
日
足
な
ど
の
梯
ひ
も

節
季
に
は
こ
と
は
型
、
一
疋
よ
り
士
た
る
の
本
意
を
央
ふ
者
あ
り
』
(
五
回
!
五
五
頁
)
。

か
く
の
如
〈
町
人
よ
り
伯
財
を
な
す
故
、
町
奉
行
・
郡
奉
行
・
勘
定
奉
行
そ
の
他
の
役
人
と
友
U
て
も
川
人
に
判
し
て
戚
椛
を
会
う

す
る
を
符
宇
「
町
人
は
利
に
走
る
こ
と
銃
き
者
な
る
が
ゆ
へ

J
X
来
訓
話
い
た
し
来
れ
ば
己
が
か
ひ
刊
け
の
如
〈
に
右
じ
、
種
々
の
市
中

を
共
役
筋
に
よ
り
て
頼
み
こ
み
、
北
ハ
人
も
粂
て
世
話
に
な
り
十
氷
れ
ば
、
人
情
止
む
こ
と
を
何
十
、
北
ハ
役
向
に
で
逗
躍
す
る
ゃ
う
の
沙

川
氏
に
落
ち
行
室
、
具
政
事
む
き
白
然
と
鈍
り
.
園
内
の
風
儀
を
似
り
傷
ふ
に
主
る
。
時
勢
と
は
一
五
び
な
が
ら
.
敷
く
べ
き
の
一
全
り
た
り
』

{
五
五
r同
)
。

勘
定
奉
行
の
如
也
君
は
「
会
銀
を
借
り
州
司
令
t
h

事
が
r
m
I
ち
た
る
役
の
や
う
れ
な
り

γ

己
が
刀
剣
を
飾
り
、
衣
服
宇
一
、
中
人
一
に

ー
レ
、
又
土
叫
日
向
E
R
J
/
¥
し
て
決

l
り
子
七
士
E
乙
色

E
剥
T
I
L
E

J

I

-

-

!

j

i

j

l

w

l

{

i

J

4

h

 

ピ
日
い
れ
ビ
わ
]
内

l

J市
1
E
d
L、1
1
2
ムコ

k
J
1
t
、
:
ム
戸
川
ヲ

イ一重
J
J
t
i
ψ
m
t
h
F
j
k
J
Jフ
ゴ
唱
す

b
E
f
f
f
ヨ
コ
羽
」

稿
し
、
能
あ
る
士
の
や
う
に
も
て
は
や
さ
れ
』
(
五
五
日
呂
、
加
之
諸
~
裂
の
一
家
老
も
『
多
く
は
下
情
に
泌
ぜ
ざ
る
の
み
友
ら
や
設
僻
を
む
か

へ
』
(
五
六
頁
)
、
諾
侯
方
も
『
深
き
奥
向
に
そ
だ
ち
、
姉
女
子
の
千
に
人
と
な
り
、
仁
義
支
武
の
迅
は
勿
九
州
在
U
、
山
上
一
也
り
の
事

に
も
う
と
く
、
気
や
ひ
我
ま
L
な
ら
ざ
れ
ば
、
柔
弱
に
し
て
女
子
の
如
く
、

一
正
よ
り
下
を
御
寸
る
の
ポ
徳
た
し
』
(
五
六
買
)
。
か
く
て

『
上
は
昭
一
条
に
し
て
明
断
な
く
、
下
は
附
劣
に
し
て
精
中
山
な
ら
や
、

こ
れ
よ
り
し
て
賞
制
あ
た
ら
ざ
る
の
み
な
ら
や
、
私
智
身
勝
ヂ

に
流
て
、
共
同
政
飢
る
ミ
の
勢
ひ
大
水
の
砂
を
崩
す
が
如
く
、
共
目
家
中
に
志
あ
る
士
あ
り
と
い
へ
ど
も
、

一
杯
の
水
一
車
薪
の
一
火
を

救
ふ
ぺ
か
ら
や
し
て
、
友
達
れ
に
今
日
送
り
に
を
し
う
ウ
る
は
、
太
平
自
然
の
勢
ひ
と
も
訪
れ
ノ
ベ
し
』
(
五
七
一
貝
)
。

か
く
の
如
く
「
家
老
も
勘
定
奉
行
も
席
人
凡
才
な
れ
ば
、
大
鰐
に
く
ら
く
、

日
つ
事
を
併
せ
ざ
る
が
ゆ
へ
に
勝
手
六
ケ
敷
に
し
た

が
ひ
種
々
蝿
を
排
ふ
ゃ
う
の
工
夫
を
出
し
、
今
日
を
く
り
に
無
訴
の
事
の
み
な
し
て
、
行
き
前
り
て
も
、
雑
費
を
省
き
株
容
を
除
く

に
収
た
〈
、

一
死
よ
り
倹
約
の
二
字
に
て
絞
済
は
蓋
き
た
る
事
に
心
う
か
や
、
銀
十
七
を
た
を
し
、
借
り
口
も
ふ
さ
が
れ
ば
、
名
目
鋲
を
的



け
あ
つ
め
、
領
内
の
町
人
百
姓
に
し
ば
/
¥
用
金
を
巾
し
付
け
、
甚
し
き
は
領
分
融
通
の
も
の
へ
名
字
・
帯
万
・
薬
局
・
紋
服
た
ど
を
詐

し
、
格
式
を
ぴ
さ
ぐ
や
う
に
相
成
り
、
武
山
永
の
成
氾
途
に
は
地
に
落
は
て
、
北
パ
終
り
は
領
内
の
民
と
沼
公
と
の
妹
偽
に
友
り
ゆ
〈
も

の
左
り
」
(
五
七
百
三

と
の
放
に
勘
定
待
行
等
の
撲
任
は
一
眺
め
て
需
要
で
あ
り
泊
任
者
九
主
権
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
然
ら
ぱ
如
何
た
る

人
物
学
一
撰
ぶ
べ
き
か
、

13 

一
寸
先
づ
人
と
な
り
簡
約
に
し
て
、

己
が
勝
手
む
き
身
の
主
は

F
質
素
を
好
み
、

議
欲
に
し
て
濯
略
あ
り
、
腹
中
有
算
。
人
を
用
ゆ
べ
し
、

(
中
嶋
)
犬
名

。
勝
手
は
、
た
ト
、
雑
貨
を
は
ぷ
き
山
間
約
を

AV
る
に
あ
れ
ぽ
、
は
附
別
六
ケ
敷
こ
と
に
あ
ら
ず
、
何
分
に
も
己
担
。
け
ん
や
く
を
守
る
人
を
第
一
止
す
る
な

リ

0

3
て
は
O

け
ん
h
v
p
k
と
一
石
川
法
什
刊
だ
味
あ
る
4
L
F

に
て
、
山
崎
中
古
江
川
り
砕
材
に
あ
ら
さ
れ
げ
、

こ
の
険
約
と
ん
什
H
川
町
と
を
わ
き
主

d
f
b

」
の
ぷ
味
わ
か
り
が

f
L
、
附
叫
中
組
一
慌
の
人
ぽ

た
い
、
小
判
を
は

τ
ト
ヘ
川
門
に
心
付
ず
る
も
。
む
り
「
(
一
九
べ

H
t

市
民
(
に
夜
中
に
於
て
評
判
」
-
O
L
#
ヰ
人
に
も
一
一
純
あ
り
斗
器
量
逮
才
あ
り
て
衆
人
如
何
に
も
成
附
脱
す
る
も
の
は
本
買
物
な
れ
ど
も
、

そ
れ
は
尤
も
仰
が
た

L
O
唯
俗
人
の
よ
し
と
申
立
る
も
の
は
、
域
間
に
し
て
人
に
逆
ら
は
や
、
付
合
ひ
の
よ
き
人
た
ど
を
警
め
た
つ

る
も
の
た
り
。
限
明
か
に
し
て
志
あ
る
入
、
一
同
よ
し
と
巾
し
た
て
ね
ば
本
異
物
に
あ
ら
や
』
(
五
九
頁
)
左
設
き
「
世
上
一
向
に
洲
町
上
き

人
に
は
俗
別
俊
燃
は
た
き
も
の
な
り
」
(
同
l
)

と
断
じ
、

J
A

所
謂

1
寧
人
は
『
曲
認
の
知
多
く
し
て
、

多
く
は
大
略
た
き
も
の
な
り
。

た
官
制
事
を
勤
て
ι八
、
悼
を
知
ら
や
、
事
に
望
ん
で
迂
這
な
る
も
の
多
し
。
却
て
簡
易
卒
忽
に
見
ゆ
る
人
々
た
略
あ
る
も
の
あ
り
』
(
六

。
頁
)
と
泌
き
、

そ
の
他
道
匝
の
選
み
方
等
に
つ
い
て
も
詳
細
に
之
を
み
じ
て
ゐ
る
。

〔
諸
侯
窮
乏
針
策
〕

凱
に
一
連
べ
た
る
如
く
hd
庇
は
、
経
済
は
倹
約
の
一
一
字
に
て
議
〈
と
説
い
て
ゐ
る
が
、
諸
侯
の
窮
乏
を
救
ふ
の

術
は
畑
何
。

(4)
そ
れ
に
は
先
づ
第
一
に
分
限
を
守
る
ぺ
き
こ
と
を
事
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
却
ち

新
宮
破
庭
の
経
済
思
忽

第
四
十
四
巻

:tr.. 

第

披



新
官
涼
庇
の
前
桝
思
想

外
四
十
四
経

九
l旦l

h， 
1;.1;' 

畳E

匹I

『
御
治
世
永
〈
組
き
、

金
銀
を
か
ら
ね
ば
、

叶い

1
一
同
に
前
に
迷
る
伽
〈
上
下
と
も
諸
事
多
端
に
し
て
草
美
に
移
り
、

山
川
市
へ
は
士
人
官
依
二
百
依
牧
ひ
の
身
代
を
治
乙
に
も

す
ぎ
わ
へ
成
り
が
た
さ
閉
山
ひ
な
れ
ば
、

会
く
半
生
の
心
得
方
分
限
を
は
ワ
し
、

そ
の
足
ら
ざ
る
前
は
、

借
り
て
し
の
「
へ
き
こ

止
を
頼
み
に
存
じ
、

年
々
政
々
に
、
目
覚
一
九
千
付
A
H
ひ
を
き
ば
り
、

婚
制
葬
式
の
や
う
な
る
こ
と
も
、

壮
一
!
友
辿
れ
に
抗
〈
な
り
、

hh一
h
t
w
-
a
p
a
'
b
一
」

I
利
l

ゴ
L
F

、yh
p
w
i

し
た
が
ひ
、
代
々
の
怖
鼎
主
で
も
側
耕

L
、
相
杭
矧
も
h

叶
ん
ベ
多
く
な
る
の
道
切
に
て
、

其
上
甘
い
に
ウ
れ
で
諸
色
-
h

川
市
に
相
成
り
、

如
何
千
う
に
し
て
も

物
こ
と
多
端
に
院
が
り
い
却
し
一
三
六
一
一
一
頁
)
。

f
u
T
H
n
?
主
コ
司
、
J

一
J

巾
・
む
を

1
v
Hけ
に
し
一
一
し
然
る
ヘ
し
c

小
a
d
J
1
3
1
一一

5
-
U
畑一

1λ

十
倍
す
と
忠
は
る
斗
な
り
』
(
六
六
一
只
」

G

諸
四
占
凶
儀
式
事
の
刊
h

4

J

も
、
人
数
制
度
を
相
成
る
丈
け
減
ピ
て
一
L
L
べ
L
C
川
内
初
以
来
制
度
は
定
UJ
あ
恥
ド
士
、
弘
、

天
下
一
較
に
松
山
花
て
多
人
数
に
利
成
与
よ
と

一
大
正
の
切
本
能
寺
の
務
よ
り
、

一
-
J
i
一

1
1
f
仁

一
寸
士
列
以
上
と
て
も
其
称
に
司
、
、

a

l

l

-

，
B

I

一

-

l

-

/

:

i

-

、

か
く
の
如
く
武
{
一
は
分
断
在
外

L
Y
佑
薬
を
パ
ー
ら
す
、

訪
日
帆
は
あ
凱
・
役
一
代
笥
に
で
郡
山
川
J
h
る

く

¥

μ
l
u
-
u
t
h
h
a
)
a
-
h
:
:
l
 

一
止
村
川
一
日
中

d
F
Z
t
自
に
む

k

比
円
札
市

j

l

J

 

日
明
に
か
さ
な
り
、
山
水
中
「
日
州
阻
ま
で
も
今

H
に
治
は
れ
‘
金
銀
の
才
犯
に
日
月
を
り
ば
り
、
都
合
官
設
の
臨
界
由
品
を
何
ふ
有
株
で
あ
る
が
‘

こ
の
根
源
を
防
ぐ
の
術
は
『
川
人
に
金
銀
を
か
り
納
る

L
こ
と
張
中
る
に
及
ぶ
こ
と
は
た
く
と
も
、
主
き
制
度
を
立
。
べ

L
」
(
六
回

nv

と
し
、
吏
に
論
じ
て
日
く

『
そ
の
諮
披
は
わ
づ
か
六
七
一
h
の
見
粧
に
で
も
六
七
石
の
心
符
K
て
暮
せ
ば
、
大
勢
町
一
子
制
あ
り
て
も
乞
食
に
も
な
さ
ず
養
育
し
て
、
た
ま
/
¥
は
少

々
の
金
制
献
を
貯
る
も
の
あ
り
。
県
党
は
そ
の
分
限
の
心
仰
に
て
暮
す
ゆ
へ
、
金
銀
を
借
り
納
る
L
趣
向
も
な
け
れ
ば
貸
す
者
も
な
し
c
倹
約
し
て
内

職
等
を
い
と
な
み
、
分
限
を
は
づ
き
ぬ
ゆ
へ
、
却
て
人
に
損
失
も
か
け
ず
、
ロ
剛
よ
〈
計
一
被
り
を
、
重
訟
の
も
の
よ
り
は
潔
白
に
い
た
す
も
の
な
り
。
兎

角
車
総
の
も
の
は
、
町
人
を
た
を
し
、
内
心
に
は
人
に
侮
ら
れ
て
そ
の
威
光
な
し
。
又
百
石
-
一
一
百
石
に
か
ぎ
ら
ず
千
石
高
石
十
高
石
に
で
も
、
今
日

の
闘
窮
に
亘
る
わ
け
は
、
全
〈
金
銀
を
か
り
納
る
ご
と
を
頼
み
に
す
る
よ
り
来
る
こ
と
と
思
は
る
な
り
。
(
巾
略
)
+
比
す
れ
ば
百
石
は
百
石
の
分
限
、

高
石
は
高
石
の
了
筒
、
十
高
石
は
十
一
向
石
の
暮
し
方
に
て
、
用
似
た
ち
ゆ
〈
や
う
に
訟
を
立
れ
ば
、
わ
け
な
〈
民
の
改
政
な
り
』
(
六
回

l
六
五
頁
v
c

要
す
る
に
以
上
の
見
解
は
分
限
を
守
り
、
倹
約
を
守
る
こ
と
を
そ
の
根
本
策
と
せ
る
も
の
で
る
っ
て
、
『
何
分
に
も
今
の
世
を
救
ふ

術
は
聖
人
出
る
と
い
へ
ど
も
、
質
素
倹
約
よ
り
外
の
こ
と
は
決
し
で
な
き
と
と
』
た
り
(
六
三
頁
)
と
い
へ
る
一
旬
に
輩
〈
る
も
の
で
る



る
が
、

そ
の
た
め
に
は
他
よ
り
の
借
財
の
塗
を
制
す
る
こ
と
が
、

そ
の
一
方
策
で
あ
る
こ
と
を
説
け
る
も
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
右
の
方
法
に
よ
っ
て
経
常
の
必
要
貨
を
嫡
ふ
と
し
て
も
、
臨
時
の
費
川
は
如
何
に
す
べ
き
か
c

そ
れ
に
は
『
卒
生
花
臨
時
非

常
の
比
例
金
を
な
す
ぺ
し
』
(
六
一
九
頁
)
と
い
ひ
、
又
『
闘
に
三
年
の
た
く
は
へ
な
き
は
、
同
共
同
間
に
あ
ら
や
と
停
へ
聞
け
り
、
東
臣
一
花
よ

り
港
略
算
数
あ
れ
ば
、
年
々
共
非
常
の
手
常
を
砧
金
に
し
て
備
へ
泣
く
ぺ
き
こ
と
た
り
』
(
六
六
民
}
と
い
つ
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
等
の
払
、

金
な
き
場
合
は
如
何
に
す
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
は
士
人
相
底
の
氏
物
を
入
れ
て
融
通
す
べ
き
こ
と
を
泌
き
、
町
人
よ
り
借
財
す

る
場
合
に
は
白
川
調
分
の
町
人
丙
性
よ
り
は
湘
一
池
せ
し
め
ざ
る
こ
と
、
ム
へ
収
そ
の
他
の
一
部
命
日
一
門
家
官
の
汗
よ
り
融
通
せ
し
む
る
と
と
、

明
日
-
V
J
J
一
「
三
'
J
2

ぃ、
:
t
ニ

-
t
h
;
Z
Eふ
l

h

J

一

;
F
-
F
-
〉

J
i
f
什
札
・

-
3
3
3

問
J

X

J

'

十
戸
〆
一
ノ

1
2
ド
出
[

t

u

d
サ
誌
が
P
Y
~
、
J
N
小山

J
叫
斗
J
J
q
d
u
t
ヰ

-
H
L
一
J

〆

日IJ
、恥

1'1 
/ 

『
積
金
な
け
れ
ば
、

士
人
州
腔
の
質
物
を
以
て
川
仰
す
ベ
し
。
質
を
納
る
、
に
を
い
亡
、
士
人
町
人
へ
到
し
義
聞
も
か
L

ら
ず
、
叶
一
請
を
う
け
ね
ば
政

泡
に
妨
げ
な
し
、
兎
阿
久
干
の
附
に
は
町
人
利
を
見
る
に
さ
と
き
ゅ
へ
、
先
づ
世
話
を
い
た
し
置
き
、
そ
払
よ
り
身
勝
手
を
持
L
-
4
、
北
(
山
内
を
侠
う
て

己
が
利
分
を
替
む
こ
と
多
し
。
一
た
び
此
制
度
立
れ
ば
一
製
し
て
嗣
注
目
を
興
す
り
術
也
っ
(
巾
時
)
又
主
侠
の
陥
事
非
常
は
都
品
川
家
慌
の
も
の
に
融
却

を
た
の
む
べ
し
。
白
川
附
の
町
人
よ
り
融
泊
す
れ
ば
、
山
間
成
を
つ
る
の
み
な
ら
ず
勘
定
役
と
な
れ
介
ひ
、
米
併
な
ど
を
引
下
げ
不
目
。
利
を
計
る
こ
ム
『

あ
p
、
心
得
あ
り
て
然
る
べ
し
』
(
六
五
百
九

『
若
し
其
手
引
(
非
常
の
手
引
を
指
す
)
に
暇
主
な
き
吋
は
都
合
一
一
象
自
の
も
の
に
、
か
り
納
れ
て
政
治
に
一
気
な
L
O
υ
ハ

ι一
泡
消
に
付
て
九
必
約
な
き
宇
う
に

す
る
を
第
一
と
す
』
(
六
七
頁
)
。

『
債
の
金
銭
融
油
は
い
巡
怖
に
注
約
な
〈
、
た
し
か
に
す
れ
ば
天
下
白
財
賓
は
み
な
自
己
の
的
庫
に
を
き
め
置
く
と
同
じ
。
珠
さ
ら
浪
講
の
戸
草
山
町
ど
も
は

一
冗
来
金
銭
の
貸
し
つ
け
を
家
業
と
い
た
し
来
れ
ば
、
山
市
川
に
返
消
り
あ
る
べ
き
逗
な
れ
ば
、
あ
り
が
た
〈
有
ピ
て
五
六
朱
の
下
歩
に
で
も
諜
閉
じ
用
濯
す

へし
h
(
六
七
頁

然
る
に
官
時
の
賓
際
に
於
て
は
金
銀
中
一
融
通
す
る
も
、

そ
の
返
済
の
尚
責
友
ら
ざ
る
た
め
、

町
人
に
首
か
一
重
れ
、
泊
円
仙
刊
を
布
一
く
し

て
融
通
を
乞
ふ
の
醜
態
を
演
じ
ナ
一
ゐ
る
。
郎
ち

析
一
川
誠
庇
心
経
消
息
必

払
四

f
四
一
台

)e 

三ん

都

民主
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新
宮
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思
想
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四
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四
巻

一
九
六

第

競

プて

一
「
近
来
風
儀
あ
し
き
諸
使
方
D

主
役
を
見
る
に
、
従
者
数
十
人
nn
し
連
れ
一
昔
物
を
重
〈
し
、
銀
、
主
に
逢
p
t
E
王
侯
食
人
の
如
〈
に
存
じ
、
其
手
代
な

r

b

鼻
息
を
何
ひ
て
淑
ひ
笑
ふ
り
叫
態
、
貨
に
慈
む
-
ぺ
き
に
あ
ま
P
あ
り
』
(
六
七
頁
)
O

さ
れ
ば
『
蒙
伎
は
恥
を
重
ん
じ
、
肢
を
主
と
し
て
命
令
を
下
す
ぺ
し
、
命
令
に
虚
言
友
け
れ
ば
、
間
威
自
ら
立
つ
も
の
な
り
。
殊

さ
ら
金
銀
を
借
り
納
る

λ脳
術
は
、
貸
し
付
る
も
の

L

心
を
舎
得
す
べ
き
事
友
り
』
(
六
七
頁
)
と
し
て
ゐ
る
。

常
時
の
租
税
は
農
民
の
地
租
を
以
て
本
悌
と
し
、
商
工
共
他
の
生
業
に
課
せ
し
雑
税
は
従
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
等
商
人
よ
り

納
む
る
所
の
も
の
は
、
之
を
謹
上
呉
川
と
稿
し
て
幕
府
よ
り
課
徴
し
た
も
の
で
は
た
く
、
商
人
が
そ
の
生
活
の
安
穏
忙
制
す
る
湖
周
ω

を
報
謝
す
る
た
め
に
、

上
納
す
る
も
刀
で
あ
る
と
汚
ヘ
ら
れ
た
が
、

と
九
、
土
司

d

小
品
九
ゾ
巴
畑
山
川
ゴ
ト
之
、

J

ー

ー

(

!

;

l
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百
H
L
J
)
げ
ソ
¥
守
1
1
H
宅一

-nv

J

L
ケ
l
i
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ノ
ノ

U
H
ノ一日
V
4
4
L
佐
官

用
金
を
課
す
る
と
と
を
排
斥
し
て
ゐ
る
。
即
ち
同
〈

可
其
上
領
分
の
町
人
面
姓
に
度
々
用
金
を
申
し
付
れ
ば
、
下
の
も
の
よ

p
合
力
を
-
つ
く
る
の
現
に
て
、

A
に
恥
辱
を
興
る
と
同
じ
与
と
な
り
。
侭
令
ひ

彼
れ
よ
り
岡
忠
実
加
を
お
も
ひ
て
用
金
願
ひ
向
る
と
も
、
必
ら
ず
均
利
を
加
へ
て
一
品
消
す
べ
L
」
一
(
六
七
珂
)
C

(
ハ
)
右
の
如
く
銀
主
よ
り
の
融
通
を
認
め
て
居
る
わ
け
で
あ
る
が
、
銀
十
主
は
知
仰
な
る
払
刊
を
撰
ぶ
べ
き
か
と
い
ふ
に
、

『
銀
主
は
融
通
大
き
〈
し
て
質
素
な
る
を
可
し
と
す
。
大
勢
は
用
便
ひ
空

E
り
て
損
火
あ

p
、
小
さ
銀
、
主
は
友
連
れ
を
川
町
み
て
よ
ろ
し
か
ら
ず
、
利
息

は
卑
き
に
越
た
る
こ
と
は
な
け
れ

rも
、
用
便
す
み
や
か
に
な
れ
ば
、
八
朱
位
ひ
ま
で
は
損
失
は
な
か
る
ヘ
し
o

た
い
、
貸
し
方
肱
あ
り
て
搬
焚
の
か

子
む
ぬ
や
う
に
と
心
が
け
て
早
〈
決
評
し
、
用
便
す
み
宇
か
に
断
ピ
〈
れ
る
を
よ
し
と
す
。
利
息
は
下
歩
に
で
も
雑
費
を
顧
み
子
、
日
露
談
し
て
昂
こ

み
あ
し
き
は
用
便
ひ
ま

E
P
て
損
失
あ
り
』
(
七
O
頁)。

と
淀
き
、
『
銀
主
の
金
銀
を
諸
侯
方
へ
制
達
す
る
は
、
た
と
へ
ば
大
切
の
引
が
娘
を
嫁
ら
し
む
る
と
同
じ
』
(
七
一
頁
)
と
で
、
家
風
の
よ

き
家
に
嫁
入
ら
す
こ
と
が
必
要
で
る
り
、
誤
っ
て
家
風
悪
し
き
家
へ
嫁
入
ら
し
め
た
る
と
き
は
.
家
風
を
立
て
直
さ
し
め
取
締
の
改

革
を
な
し
‘
年
々
其
柏
駅
の
型
蹄
り
の
な
る
よ
う
に
賓
情
を
以
て
世
ぷ
す
べ
き
で
る
り
、
婿
の
家
も
寅
窓
の
銀
主
に
は
「

A

賀
意
の
世
話
を



受
る
が
用
促
す
み
や
か
に
し
て
利
徒
あ
り
』
(
七
一
頁
)
と
し
、
興
味
あ
る
北
喰
を
以
て
諸
候
と
銀
主
と
の
関
係
を
道
被
し
て
居
る
。

〔
紙
幣
及
廻
米
論
〕

首
時
説
法
の
財
政
に
と
っ
て
章
一
要
な
る
閥
係
を
有
し
た
も
の
は
藩
札
で
あ
り
、
週
米
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
府
斉

に
つ
い
て
涼
庭
は
次
の
如
き
意
見
を
漣
ぺ
て
居
る
。
先
づ
銀
礼
に
つ
い
て
は
、
「
其
銀
札
こ
そ
園
徒
を
得
る
た
め
に
は
作
り
難
し
』

(
七
二
頁
)
と
断
じ
、
そ
の
理
的
と
し
て

『
如
何
ん
と
な
れ
ば
、
利
盆
を
見
て
作
れ
ば
、
警
へ
は
千
貫
同
作
り
出
せ
ば
、
必
ず
千
貫
H
の
蒋
金
を
貯
へ
置
ね
ば
な
ら
ぬ
也
O

口
拾
を
貯
へ
詮
て
は
利

盆
を
得
る
こ
止
な
し
。
其
貯
へ
な
〈
て
泣
ひ
出
せ
ば
、
其
泣
ひ
旧
す
札
丈
ば
利
径
の
綾
な
れ
E
も
、
比
べ
札
牧
納
な
ど
の
代
議
に
返
り
朱
P
、市
H

陀
我

が
抜
た
る
刀
を
人
に
隼
ひ
取
れ
て
我
が
切
ら
る
L

と
同
じ
道
珂
也
』
{
七
二
一
月
)

と
し
て
ゐ
る
。

ま
た
官
時
議
礼
の
信
用
問
上
市
市
」
た
る
際
、
往
々
に
し
て
札
洗
し
た
る
も
の
が
行
は
れ
た
が
.
そ
の
と
と
に
コ
口
及
し
て

rr 

司u
司
叫
己
正
引
ト

ih't
、E
z
-
-
.

、

-
一
十
匝
ド
白
円
、

k
t」
'
北
川
叩
ー
に
て

P
L
も

;
hい
1
トコ、

t
f皇
賞
ノ
角
一
川
川

5
1
h仁
川
市
人
、

、1
L
v
jゴ
イ

{

J

-

一

F
」
I
F
f
p
t
E
l
f
-

他
閣
の
人
民
主
に
も
続
失
を
か
く
る
こ

と
あ
り
、
共
毒
途
に
は
領
分
の
小
民
迄
流
れ
て
大
容
を
引
出
す
と
と
少
友
か
ら
や
』
(
七
二
頁
)
と
。
併
し
紙
幣
の
使
用
が
必
十
惑
い
と

い
ふ
わ
け
で
は
な
く
「
札
に
て
利
盆
を
忠
は
や
、
出
札
丈
の
貯
へ
を
以
て
、
領
分
の
融
通
の
た
め
に
出
せ
ば
正
バ
寄
は
な
か
る
べ
し
』

(
七
二
頁
)
と
し
、
『
必
至
困
窮
の
勝
手
が
ら
に
は
、
首
座
の
凌
ぎ
に
取
あ
っ
か
ひ
の
法
を
知
り
て
作
り
出
せ
ば
、
犬
に
利
径
を
得
る
の

法
あ
れ
ど
も
、
容
易
に
は
述
べ
難
し
。
大
約
園
産
多
き
闘
に
て
作
り
出
せ
ば
、
柏
原
に
利
分
を
得
る
こ
と
も
あ
り
』
(
同
上
)
と
没
い

て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
『
余
別
に
論
あ
り
』
と
し
て
詳
細
に
そ
の
方
法
を
就
い
て
ゐ
左
い
。
蒋
札
の
流
通
は
諜
財
政
に
謝
す
る

信
用
に
依
る
も
の
で
、
必
や
し
も
札
と
同
額
の
医
貨
準
備
を
要
せ
ざ
る
こ
と
は
い
ふ
迄
も
左
い
が
、
涼
庭
は
左
様
に
与
へ
て
ゐ
友
い

ゃ
う
で
あ
る
。

次
に
廻
米
に
つ
い
て
は
、
常
時
諸
侯
は
大
阪
に
蔵
犀
敷
を
設
け
て
米
穀
'
セ
の
他
の
園
産
を
姐
迭
し
、
之
を
寅
掛
っ
て
潜
の
費
用
陀

品
判
官
掠
庭
の
経
済
思
怨

第
四
十
四
巻

カ」
七

第

鏡

七



新
宮
涼
庭
の
程
祷
息
忽

第
四
十
四
谷

:iL 
i¥. 

第

競

i¥. 

充
て
、

又
は
そ
れ
を
引
首
て
と
し
て
金
銀
の
融
通
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
涼
庭
は
「
是
は
十
年
見
積
て
共
得
失

を
論
じ
知
米
す
れ
ば
格
別
に
損
な
か
る
べ
し
』
(
七
二
頁
)
と
い
び
、
吏
に
江
戸
廻
し
と
す
べ
一
き
か
、
・
以
華
刷
唱
し
と
す
べ
き
か
の
得
失
は

闘
に
よ
っ
て
具
る
と
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
即
ち

『
中
凶
筋
又
は
九
州
訟
の
米
多
困
は
、
是
非
に
誌
華
に
迦
ね
ば
今
時
に
て
は
貰
捌
き
難
し
、
殊
更
閲
凶
M
U
b

笹
分
に
米
廻
り
、
運
賃
も
少
〈
升
敷
も
誠
ぜ

ず
、
切
手
に
て
金
保
の
耐
泊
も
り
君
、
又
其
闘
の
一
胞
政
も
引
上
れ
ば
、
年
に
依
て
は
除
税
の
利
潤
も
あ
る
べ
し
。
又
奥
羽
」
て
も
米
政
世
闘
は
一
札
前
へ

射
し
て
然
る
べ

L
。
此
相
村
欠
は
凶
柄
に
依
て

一
概
に
論
じ
難
し
。
北
岡
法
制
聞
は
恭
廻
に
相
成
、

其
上
に
運
賃
過
分
に
掛
ば
大
約
失
算
に
も
及
ぶ
と
と

有
べ
し
。

仲怖に
4
4
b
ノ
き
闘
は
決
事
氾
し
は
央
江
川
少
品
ら
f
n
b
(
七
一
一
一
疋
)

L
」
。
史
に
姐
米
が
そ
の
凶
の
米
債
と
蹴
係
が
あ
り
‘
又
之
を
取
扱
ふ
役
人
又
は
町
人
を
吟
味
す
べ
き
乙
と
を
設
い
て
目
〈
、

『
廻
米
無
れ
ば
、
其
闘
の
商
人
中
山
政
を
お
一
引
下
げ
見
倒
す
故
に
、
排
米
自
法
は
県
六
ケ
し
為
、
忠
質
融
湿
の
町
人
か
、
一
又
は
忠
貨
錬
副
知
の
役
人
が
、
上

の
錦
筋
の
み
を
忠
ふ
着
取
扱
に
有
ざ
れ
ば
損
失
少
か
ら
ず
。
兎
角
此
排
米
に
付
て
、
何
の
岡
に
で
も
領
分
有
徳
白
町
人
に
は
油
断
の
成
血
者
と
心
得

て
然
べ
し
』
(
七
三
頁
)
。

円
武
士
窮
乏
の
封
策
〕

営
時
武
士
の
生
活
は
頗
る
窮
乏
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
之
は
一
方
に
は
減
知
の
た
め
で
あ
り
、
他
方
に

は
分
限
を
外
し
た
る
生
活
の
た
め
で
あ
っ
た
。
印
ち
日
く
、

『
武
家
は
大
名
小
名
に
か
ぎ
ら
ず
、
世
上
一
般
の
不
如
意
よ
り
政
事
主
で
も
破
れ
、
殊
に
陪
臣
な
ど
は
三
割
減
或
は
牛
減
、
甚
だ
し
曹
は
其
餓
に
も
減

知
せ
ら
れ
、
誠
に
憐
れ
な
る
あ
り
さ
重
な
り
、
其
上
家
の
持
ち
方
は
、
こ
れ
に
反
し
て
分
限
を
は
ず
つ
し
て
互
に
制
酬
を
張
り
合
ひ
、
士
の
恥
べ
き
こ
と

辱
と
も
思
は
ず
、
た
ま
に
は
心
あ
る
者
、
身
分
を
わ
き
ま
へ
倹
素
を
守
れ
ば
、
付
合
ひ
の
あ
し
き
な

E
と
言
ひ
な
す
を

F

っ
た
て
〈
思
ひ
、
止
む
こ
と

を
得
ず
時
風
に
染
み
て
亥
辿
れ
難
儀
す
る
に
至
る
』
(
六
三
頁
)
。

而
し
て
之
れ
に
針
し
て
は
既
に
辿
ぺ
た
る
如
く
百
石
は
百
石
の
分
限
、
六
七
石
の
足
軽
は
六
七
石
の
心
得
に
て
暮
せ
ば
可
な
り
と

し
、
他
方
に
は
借
銀
の
塗
を
制
す
る
と
と
の
必
要
を
↑
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

共
等
の
消
械
的
割
策
の
外
に
夏
に
積
倒
的
の
針
策
と



高
見
る
ペ
き
も
の
は
、
家
中
工
業
の
奨
働
で
あ
る
。
彼
は
『
農
業
を
勤
め
産
業
を
働
ま
し
て
、
圏
中
に
懐
手
し
て
食
ふ
者
の
な
き
様

に
す
る
』
(
九
O
頁
)
と
と
が
図
盆
た
り
と
の
立
場
か
ら
、
次
の
や
う
に
論
じ
℃
居
る
。
印
ち

『
さ
て
家
巾
小
政
の
も
の
妻
女
な
ど
へ
は
、
必
ら
ず
産
業
を
数
ゆ
べ
し
。
心
符
逃
ひ
の
士
人
、
宇

L
も
す
れ
ば
士
た
る
者
産
業
を
替
む
は
庶
民
と
同
様

な
ど
と
云
ひ
な
し
、
耽
と
を
も
ふ
族
も
あ
れ
ど
も
・
経
業
は
人
た
る
泣
と
武
子
に
も
述
べ
ら
れ
た
り
。
唐
に
か
ぎ
ら
ず
、
本
初
に
て
は
そ
の
苛
し
天

子
の
御
后
御
手
づ
か
ら
盟
主
御
倒
ひ
あ
り
し
例
も
あ
り
』
(
九
一
一
只
)
。

又
士
大
夫
の
邸
宅
が
身
分
不
相
艇
に
成
く
、
日
階
的
栽
な
ど
を
設
け
無
銭
に
一
一
廿
般
の
地
を
潰
し
て
居
る
が
、
「
布
等
不
袋
の
地
面
に
は
一
桑

肱
阿
茶
を
う
へ
つ
け
、
同
一
仕
を
興
せ
ば
上
は
え
川
内
に
か
な
ひ
・

F
は
人
み
注
調
印
潤
を
得
て
士
人
今
日
の
困
窮
に
は
至
る
ま
ヒ
』
(
九
二
頁
)

戸

-

J

、

1
1
 

〈

H
-
m
ぷ
を
M
Vい
め
ば
倹
約
の
泊
は
羽
小
川
は
や
し
て
し
川
る
も
の
な
わ
と
し
て
日
く
、

時
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q
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一

υト

dv
品
'
え
d
H
u
b
J
A
r
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L
-
A
崎、

う
の
筋
は
思
ひ
付
か
ず
.
除
。
J
4
巳
れ
と
さ
と
り
何
る
に
王
れ
り
。

」
れ
は
自
己
の
骨
折
り
容
易
な
ら
ざ
る
ゆ
へ
金
銀
の
掌
き
を
知
り
て
、

#
だ
り

に
使
ふ
こ
と
の
問
来
ぬ
や
う
に
な
る
な
り
』
(
九
一
頁
)
。

と

さ
れ
ば
『
伶
を
教
ゆ
る
よ
り
産
業
を
蹴
ま
す
が
近
み
ち
に
し
て
、
伶
利
二
つ
を
悟
る
と
は
右
の
道
理
な
れ
ば
た
り
』
(
九
二
頁
)
と

説
い
て
ゐ
る
。

か
く
の
如
く
武
士
の
窮
之
を
放
ふ
ん
述
を
消
倒
的
及
前
倒
的
の
綱
方
聞
に
求
め
て
居
る
が
、
武
士
が
産
業
に
従
事
す
る
こ
と
そ
の
も

の
が
、
封
建
制
度
の
維
持
‘
換
言
す
れ
ば
、
営
時
の
枇
合
終
消
組
織
の
政
壊
と
如
何
な
る
闘
係
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
等
一
湛

ぷ
る
所
が
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。

〔
農
民
論
〕

(4)
民
本
論
。
農
は
闘
の
基
た
り
と
の
思
想
は
、

い
ふ
迄
も
左
〈
営
時
一
般
の
思
潮
で
あ
っ
た
が
、
涼
庭
も
亦
農
本

論
者
で
る
っ
た

o
H
く、

新
宮
涼
庭
白
経
済
思
忽

第
凶
十
四
巻
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九



新
宮
改
廃
の
料
消
思
想

第
四
十
四
巻
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第

骨呈

O 

『
今
世
天
下
の
大
患
は
人
情
修
り
に
長
ピ
、
特
々
骨
折
を
版
ふ
て
農
業
に
力
を
選
さ
ピ
る
に
あ

p
o
農
は
閣
の
根
本
な
れ
ば
、
剛
間
々
動
践
の
役
人
を
世

て
庭
事
に
帽
を
折
す
べ
し
。
左
様
な
け
れ
ば
、
づ
い
、
ま
る
と
こ
ろ
織
ら
ず
耕
さ
ず
し
て
衣
食
す
る
者
年
々
に
射
し
て
物
償
年
々
に
飛
ぴ
騰
り
、
世
界

一
統
に
財
費
不
足
に
な
り
ゆ
き
、
人
前
日
九
州
官
に
利
欲
に
定
目
、
恥
を
知
ら
ず
、
懐
手
し
て
安
地
主
忠
ふ
ゃ
う
の
時
胤
に
な
り
ゆ
〈
ベ
し
。
凶
年
健
歳

に
逢
て
は
瓦
の
如
〈
に
人
心
崩
れ
解
く
べ
し
。
政
に
あ
づ
か
る
も
の
は
本
を
務
め
て
珠
め
其
源
を
防
〈
べ
し
。
一
一
丙
に
し
て
い
へ
ば
質
素
を
本
と

し
、
人
民
磐
窓
の
昨
み
に
哨
へ
私
て
、
艇
に
力
を
h
F
W

さ
す
べ
き
こ
と
肝
要
な
り
』
(
一

一
三
氏
)
。

叫
叫
に
油
ぺ
た
る
如
く
買
の
凶
訴
は
決
誌
を
糊
め
産
業
を
附
ま
し
、
凶
中
に
徒
A
A
す
る
背
な
き
ゃ
う
に
す
る
こ
ト
で
あ
り
、
「
貨
の
団

日
仕
立
噛
よ
り
陶
を
い
企
・
ず
る
に
あ
り
一
三

O
八
氏
)

1

こ
い
つ
て
ゐ
る
が
、

n

l

;

1

l

{

 

こ
れ
何
れ
も
農
を
以
て
産
業
の
一
六
本
と
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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3
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〉
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齢
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:
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p
f
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、

o
r
b
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ι
J
μ
H
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μ
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4
f
w
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よ

く

t
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ト
ト

rf
〆吟社
i

』
{
斗

d
τ
l

h
q

子主
1
J
h
u
k
、j
Z
1
J
Z
F
3
4

3
b
戸

レ

ト

ヨ

μ
i
j
f
E門戸
d
v

壬
r
I
t〈

フ

と
も
首
時
に
於
て
は
之
を
忌
み
嫌
ひ
、
農
と
商
と
を
隔
離
せ
ん
と
す
る
思
想
が
成
く
明
へ
ら
れ
た
。
日
必
庇
も
亦
此
と
と
を
総
じ
て
、

『
近
来
。
百
姓
は
商
人
聖
徒
与
て
農
作
に
力
を
掃
さ
ず
、
あ
き
な
九
げ
を
致
す
者
多
〈
甚
し
き
寄
る
り
。
あ
き
な
ひ
致
す
も
の
に
制
度
を
立

τ
、
市
中
へ

問
ナ
宇
う
に
す
べ
し
。
村
氏
に
尚
人
胤
う
つ
れ
ば
耕
作
の
苦
み
を
嫌
ひ
、
百
姓
は
引
合
ね
も
の
な
ど
と
存
ピ
泣
ひ
を
い
た
し
、
尤
屯
甚
し
き
は
足
袋

を
は
き
草
艇
を
蹴
て
問
畑
を
耕
へ
す
に
至
る
。
此
等
は
小
事
に
あ
ら
ず
、
忽
せ
に
し
が
た
し
。

u
x博
実
柄
会
は
勿
論
な
り
、
婚
蹄
・
葬
式
・
衣
服
等

の
制
度
ま
で
も
却
て
者
修
に
傾
脅
し
事
は
巌
草
に
申
何
度
と
と
な
り
。
近
来
天
下
の
大
患
、
物
価
聞
の
飛
び
慌

p
し
は
、
取
も
耐
さ
ず
百
姓
減
ピ
て
尚

人
多
き
が
根
源
に
紛
れ
な
き
こ
と
に
思
は
る
与
な
り
。
政
を
執
る
者
は
早
く
も
心
得
あ
り
皮
こ
と
な
り
』
(
一

O
A
頁
)
。

『
兎
角
百
姓
に
は
市
中
の
風
儀
応
移
ら
ぬ
や
う
に
心
在
用
申
べ
し
』
(
一

O
八
頁
)

と
説
き
、
京
都
近
郊
の
八
潮
・
小
原
は
今
に
至
る
ま
で
『
少
し
も
都
風
う
つ
ら
や
』
と
漣
ぺ
、
更
に
近
江
商
人
に
つ
い
て
次
の
如
〈
批

判
し
て
ゐ
る
。

『
民
自
困
盆
と
申
す
は
一
号
E
H

に
謹
き
た
る
こ
と
に
て
、
農
業
を
勅
品
産
業
を
附
ま
し
て
、
回
中
に
懐
手
し
て
食
ふ
者
の
な
き
様
に
す
る
な
り
。
都
で
圏

民
排
杭
川
な
る
は
衰
微
の
某
ひ
な
り
。
さ
て
近
来
何
れ
の
闘
の
人
民
も
官
姓
家
に
育
丸
一
ね
る
輩
、
b
町
人
の
祭
撃
を
う
ら
宇

ιで
、
宇
与
も
す
れ
ば
商
人

に
な
る
も
の
多
し
。
百
姓
減
し
て
痢
人
ふ
へ
る
は
日
本
闘
中
の
損
失
に
て
、
白
岡
ば
か
り
の
損
失
に
あ
ら
ぎ
る
な

P
。
江
州
の
民
は
他
閣
に
あ
き
な



ひ
し
で
、
他
岡
£
り
金
銭
を
集
め
障
り
て
一
、
其
闘
の
盆
に
な
る
様
な
れ

E
も
、
天
下
の
鋳
に
は
損
な
り
。
如
何
ん
と
な
れ
ば
、

砂
一
入
畑
夕
、
山
崩
札
な
ど
多
一
け
れ
ど
も
、
村
々
雑
究
を
厭
Hr
、
引
合
ひ
あ
し
き
を
燥
う
て
、
其
ま
L

に
打
ナ
て
置
き
、
検
見
を
受
け
て
永
〈
荒
野
主
な

目
、
領
主
の
物
成

H
自
ら
へ

m
、
開
策
。
同
而
も
を
ぴ
た
ピ
し
け
れ

E
も
、
年
々
荒
に
つ
〈
の
田
地
も
少
な
か
ら
ず
、
何
れ
の
同
聞
も
百
年
前
に
比
す

れ
ば
領
主
内
物
成
り
減
す
る
こ
と
聞
及
べ
り
。
惜
む
べ
き
こ
と
な

9
0
郡
奉
行
代
官
D

輩
ら
、
こ
の
所
に
日
を
配
り
、
百
触
を
貨
窓
に
取
扱
ひ
、
荒

れ
た
る
同
商
を
世
話
す
る
が
良
の
興
利
止
も
前
べ
し
。
L
(
九
O
貰
)

何
れ
O

闘
も
岡
地

こ
の
見
解
は
一
般
的
に
農
を
重
ん
じ
向
を
退
け
る
と
い
ふ
拙
か
ら
諦
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
十
、
従
っ
て
近
江
商
人
に
到
す
る
批

判
と
し
て
は
抽
象
的
で
あ
り
附
靴
抵
伴
の
感
が
深
い
。
九
M
M
時
の
土
地
粧
品
川
か
ら
ぬ
れ
幣
絞
掛
へ
の
批
移
左
巧
成
ぜ
ん
下
、

M
t
t
〉

-
E勺

d

i
J
1
d
一
町
内

制
捜
政
策
の
立
場
の
み
か
ら
、
近
山
溜
人
を
は
て
惟
…
別
叫
す
る
戸
-
と
は
.
必
や
し
も
自
雌
滑
に
計
っ
た
淀
と
ほ
い
び
得
な
い
で
あ
ι
リ
う
。

ヘ、工同一弘

Jt〉
ふ
1
k
J
〕ソ
O

F
d
l
E
t
v
h引
占

J

「

m奉
行
は
zH
川
町

η
風
俗
佐
川
げ
朴
抗
日
出
品
川
に
す
る

E
A
r
m
-
-寸
ぺ
し
り
点
ず
れ
ば
山
小
川
L
九
州
比
求
を
湖
み

E
均
一
作

日
え
休
日
に
は
下
川
町
串
4nな
ど
を
以
て
教
導
す
ぺ
し
』

も
の
で
あ
ら
う
。
而
も
農
民
に
臨
む
の
態
度
は
如
何
に
す
べ
き
で
る
る
か
、
円
く

の
源
絶
ゆ
ぺ
し
。

と
し
て
ゐ
る
。

こ
の
子
的
事
者
と
は
心
事
の
こ
と
を
析
す

日
」
自
姓
は
小
児
白
辛
う
な
る
も
の
ゆ
へ
、
比
一
人
況
に
は
古
る
ず
つ
に
は

U
便
な
〈
て
は
参
ら
ず
、
比
一
放
は
風
儀
あ
し
き
を
山
す
た
品
に
は
武
志
を
致
し

泣
し
で
も
そ
の
申
う
に
は
忠
は
ず
、
伐
に
よ
き
半
を
品
川
し
ワ
か
は
し
で
も
其
事
終
る
ま
で
は
却
て
あ
し
〈
思
ふ
者
な
り
。
さ
れ
ば
止
て
か
悦
の
み
を

主
と
し
て
は
朝
四
暮
三
田
術
に
落
て
貴
志
た

h
f
、
下
の
忠
鉢
を
除
〈
は
埠
一
へ
ば
小
児
。
月
代
を
い
た
し
つ
恥
は
す
と

M
ピ
こ
と
に
て
、
共
月
代
中

に
は
、
こ
と
の
外
い
宇
が
り
て
、
な
き
さ
け
ぶ
も
の
な
り
。
月
代
終
れ
ば
心
持
き
っ
ぱ
り
と
し
て
よ
き
と
主
を
知
れ
ど
も
、
兎
品
川
や
か
空
し
〈
-
一
日
ひ

立
で
い
宇
が
る
な
り
。
都
中
市
行
は
百
姓
を
自
分
の
小
児
の
宇
う
に
い
た
し
っ
か
は
す
べ
き
も
り
な
れ
ば
、
白
山
幸
は
ず
焼
ま
ず
、
此
月
代
を
い
た
し
り

か
は
す
べ
き
な
り
。
宇
か
ま
し
〈
昔
ひ
た
う
る
に
昨
易
し
で
は
な
ら

r、
一
途
に
右
心
月
代
を
遂
?
べ
し
。
一
巡
に
ふ
武
志
泊
り
て
成
合
行
は
る
L
h

な
り

n
h

(

一

O
七
頁
)

」
以
降
は
『
政
事
は
寛
よ
り
狐
が
よ
ろ
し
』
(
八
一
ご
貝
)

と
説
き
、
長
代
の
治
め
る
に
勺
い
て
も
布
辿
ぶ
る
如
き
意
見
を
七
し
た
も
の
で
あ

る
が
、

こ
の
こ
と
は
牧
納
米
の
取
万
に
つ
い
て
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。
郎
ち
目
〈

新
宮
涼
賠
の
経
済
思
想

第
四
十
四
巻

C 

1t~ 
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新
宮
山
眼
底
。
印
税
消
息
組

似
品
市
四
十
四
巻

O 

'-'-
耳忌

却k

『
牧
納
は
援
活
一
に
巾
刊
ベ
し
。
近
来
は
農
業
を
慨
た
り
、
荒
に
円

J

〈
川
耐
を
其
の
室
、
A

に
折
慌
て
肝
件
前
致
さ
ず
・
欠
張
り
依
千
し
て
会

ptp-つ
の

f
簡

に
走
り
、
何
れ
の
凶
も
自
に
比
す
れ
ば
牧
納
点
滅
ピ
た
る
由
、
共
上
代
官
手
代
の
放
、
検
凡
な
ど
に
出
れ
ば
φ
々
の
徳
分
あ
る
を
以
て
、
中
に
A
M
て

百
姓
に
歎
ガ
を
以
持

ν
た
し
、
時
二
は
百
依
の
憐
側
あ
れ
ば
一
一
割
三
割
も
検
見
り
雑
貨
を
か
け
て
百
姓
の
手
に
入
る
と
と
φ
な
〈
、
巾
に
約
て
制
牛
士

山
損
失
と
成
行
も
の
な
り
、

H

正
等
は
般
車
に
法
を
た
て
以
古
べ
し
、
司
農
の
役
人
片
〈
て
は
年
々
牧
納
ト
々
減
す
る
に
明
る
な
り
、
首
一
役
心
者
山
民
事
に

心
を
懸
け
詮
皮
も
U

な
り
と
一
一
(
)
汽
)
。

同
様
に
百
姓
一
僚
た
ど
に
則
し
て
も
椴
京
に
取
締
る
べ
き
も
の
な
り
と
し
て
ゐ
る
。
帥
ち
円
〈
、

円
近
来
の
百
刻
、

己
が
同
州
な
V

と
を
銀
か
に
?
と
ら
れ
し
宥

ど
も
昨
附
主
将
さ
ん
が
た
め
に
品
川
内
止
持
小
山
米
仕
打
沈
寸
ゆ
弊
あ
り
、
役
人
告
が
し
〈
払
川
在
訟
に
た
一
仰
配
仙
川

rP1し
ゅ
此
時
に
付
と

g
れ
牧
人

ー
を
る
な
V

と
り
米
側
』
門
判
的
に
迂
し
、

市
中
の
ん
県
相
思
索
、

又
は
村
々
の
不
菩
破
産
の
置
ら

た
る
者
ぴ
ピ
り
せ
恐
れ
て

百
円
姓
款
問
の
収
納
た

y
d
t
多
分
に

4m
ナ
、
と
あ
一
り

右
時
γ

河
勺
な
と

Z
と
り
松
1
マK
4

結
悲
に
あ
ら
で
M
t
弱
な
り
、

恥
け
亡
、

f
t
L
V
 

，

wrず
り
と
ら
れ
と
山
・
す
も
の
な
り
、

の
廻
ら
ね
宇
う
に
平
生
心
を
朋
ゐ
て
般
〈
沙
汰
す
べ
き
事
ど
も
な
り
』
(

一
度
〈
せ
を
付
れ
ば
役
人
を

rし
に
動
も
す
れ
ば
徒
議
を
企
つ
る
な
り
。
武
威
何
れ
の
出
胞
に
あ
る
や
。
後
手

一頁)。

百
姓
一
授
の
原
悶
が
来
し
て
右
い
ふ
が
如
く
で
あ
る
や
否
や
、
ま
た
最
治
主
義
が
溜
貨
で
あ
る
や
五
や
は
、
更
に
詳
細
に
検
討
せ

ら
れ
左
け
れ
ば
な
ら
ね
問
題
で
る
る
が
、
涼
庭
は
こ
れ
以
上
は
湛
ぷ
る
所
が
な
い
。

〔
町
人
論
〕

営
時
は
貨
幣
経
済
の
帯
以
遠
せ
し
時
代
で
あ
り
、
町
人
の
勃
興
し
た
時
代
で
る
っ
た
。
金
力
に
於
て
は
町
人
が
武
士
階

級
を
墜
し
た
と
と
は
へ
7
更
禦
説
す
る
迄
も
な
い
と
と
で
あ
ら
う
。
武
士
が
町
人
に
剥
し
て
閣
を
下
げ
、
町
人
に
資
拾
を
仰
い
で
ゐ
た

と
と
は
、
師
叫
に
港
ぺ
た
所
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
が
、
球
庭
は
町
奉
行
の
心
得
方
を
就
け
る
僚
に
『
淳
朴
質
素
の
風
儀
を
教
へ
、
衣

服
飲
食
、
諸
の
吉
凶
儀
式
事
に
至
る
ま
で
、
制
度
を
同
〈
立
て
、
島
ど
り
の
源
を
防
ぐ
ぺ
し
。
人
の
著
修
に
う
つ
り
易
き
事
、
水
の

山
平
き
に
つ
く
が
如
し
。
市
中
の
衰
微
す
る
は
脊
修
な
り
‘
を
ど
り
に
う
つ
れ
ば
均
債
を
食
る
の
基
ひ
た
る
べ
し
』
(
一

O
八
頁
)
と
し
、

第
一
一
に
脊
修
を
防
止
す
べ
き
と
と
を
就
き
、
更
に

『
市
巾
豪
官
の
者
に
格
式
な
ど
を
遣
す
は
、
武
威
落
る
の
み
た
ら
守
、
町
人
の
筑



に
も
あ
し
〈
、
身
分
を
忘
れ
破
産
に
至
る
ぺ
し
』
(
一

O
九
頁
)
と
た
し
て
ゐ
る
。
蛍
時
武
家
に
融
通
せ
る
町
人
が
尾
市
字
帯
刀
を
古
川
さ

れ
扶
持
米
を
給
せ
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
涼
庭
は
と
れ
に
反
封
の
意
を
表
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
『
破
産
に
至

る
ぺ
し
』
と
い
へ
る
は
、
大
名
貸
の
た
め
に
淀
落
し
た
官
奈
の
あ
る
こ
と
を
戒
め
た
も
の
マ
あ
ら
う
。

全
た
町
人
が
武
士
に
勤
し
位
…

糟
を
左
さ
ピ
る
や
う
『
殻
章
一
の
糟
節
を
巾
付
ぺ
し
』
と
し
て
ゐ
る
が
、

『
近
来
は
土
人
一
冗
よ
り
式
門
白
本
意
に
過
は
ざ
る
の
所
行
あ
る
か
、
又
は
金
繰
を
借
D
納
札
て
、
約
束
配
達
ひ
、
町
人
に
侮
ら
れ
、
動
も
ナ
れ
ば
幅
一
直

符
め
な
ど
を
い
た
し
、
甚
き
は
打
甥
な

y
↓
ず
る
も
O

あ
り
、
是
等
は
町
人
あ
し
き
と
も
一
百
ひ
が
た
き
筋
合
少
な
か
ら
子
』
(
一

O
九
頁
)
。

仙
川
勺
て
町
山
本
行
は
「
市
中
の
利
不
利
に
日
を
付
什

E

吋
人
半
生
の
人
柄
苔
山
引
い
ま
で
も
吟
味
い
た

L
E
て、

会
事
訴
訟
あ
ら
ば
還
に
断
じ

寸
幸
不
手
た
き
ゃ
う

K
致
し
遣
は

L
、
川
人
中
」
門
的

K
景
山
肌
せ

L
む
ベ

L
n
ト
斤
寸
れ
ば
武
威
行
れ
で
電

下
の
者

f
を
侮
ら
歩
、

自
然
と

淳
撲
の
風
儀
行
は
る
t
h

也
』
(
一

O
九
頁
)
と
断
じ
て
ゐ
る
。

，'-" 
結

言

新
宮
bd
庭
の
壮
年
時
代
は
文
化
交
政
の
所
謂
大
御
所
時
代
で
あ
っ
た
。
従
て
時
勢
の
由
来
す
る
滋
を
辛
苦
修
K
求
め
、

『
俊
』
を
以
て
時
弊
医
救
策
と
た
し
、
事
を
省
く
こ
と
を
以
て
善
政
と
し
て
ゐ
る
。
印
ち
「
相
成
る
だ
け
事
を
は
ぷ
き
減
じ
て
人
手
間

の
か
ミ
ら
ぬ
や
う
に
す
る
を
買
の
倹
約
と
も
云
ふ
ぺ
し
。
金
銀
の
費
は
勿
論
友
り
、
人
力
を
省
〈
も
倹
の
根
本
た
り
と
心
得
て
然
る

ぺ
し
』
(
八
一
頁
)
と
し
「
一
事
を
生
守
る
は
一
事
を
減
守
る
に
し
か
宇
、

一
利
を
興
す
は
一
害
を
除
〈
に
し
か
や
』
と
の
認
を
挙
げ
て

ゐ
る
@
所
論
の
会
酬
閣
に
一
旦
っ
て
消
極
的
立
論
の
多
い
と
と
も
川
口
同
然
で
あ
ら
う
。

政
事
は
寛
た
る
よ
り
も
猛
在
る
を
よ
し
と
し
、
股
制
主
義
を
と
っ
た
と
と
は
、
時
弊
の
浸
潤
す
る
庖
甚
し
か
り
し
た
め
で
あ
る
。
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『
さ
て
時
弊
を
防
〈
に
は
大
下
剤
を
二
三
年
も
続
け
て
用
ひ
ざ
れ
ば
参
り
が
た
き
委
な
り
。
積
年
浸
何
庄
の
病
な
れ
ば
、
只
鰯
害
を
出
す
の
み
に
て
は
、

か
へ
る
四
百
に
水
と
宇
ら
に
て
、
上
に
立
者
果
敢
の
志
な
〈
て
は
如
何
や
う
に
命
令
を
出
す
と
も
、
悪
弊
は
名
消
て
貨
建
り
、
善
事
は
名
の
み
あ
り

て
貨
紛
失
ひ
、
誠
に
歎
息
す
る
に
儀
り
あ
り
。
』
(
一
一
二
一
貝
)

涼
庭
は
一
方
に
接
間
を
重
脱
し
、
『
童
日
単
一
女
な
け
れ
ば
共
任
に
提
へ
や
」
{
六
八
頁
)
と
た
し
、
ま
た
『
賞
罰
正
し
き
は
異
の
仁
政
』

{
八
三
頁
)
な
り
と
し
て
ゐ
る
。
以
上
の
倹
・
股
・
皐
問
・
賞
罰
の
問
者
は
蓋
し
涼
庭
の
政
治
終
消
思
想
の
巾
心
瓢
を
た
す
原
則
的
の
も
の

で
る
ら
う
。

そ
の
諸
侯
武
士
窮
乏
針
策
に
し
て
も
農
民
町
人
政
策
に
し
て
も
、

そ
の
官
時
の
経
消
息
品
刊
の
所
論
と
非
常
左
る
相
違
が
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都
合
山
川
市
附
の
者
K
針
粉
を
仰
ぎ
て
政
溺
に
ゆ
背
及
し
と
し
、

家
巾
工
業
を
認
め
々
る
如
き
は
、
貨
幣
綬
件
。

進
展
せ
る
時
代
の
反
映
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
た
Y
蘭
撃
者
で
あ
り
な
が
ら
、
政
治
総
出
阿
忠
認
の
方
聞
に
於
て
そ
の
影
響
と
認
む

べ
き
も
の
h
、
泣
き
こ
と
は
、
彼
が
間
百
術
の
方
面
に
於
て
の
み
蘭
撃
を
究
め
た
営
然
の
結
旧
市
で
あ
る
が
、
物
足
ら
む
感
を
傑
か
ざ
る
を

得
ぬ
。
然
し
前
に
も
一
一
一
首
し
た
如
〈
、
政
治
篇
と
経
済
篇
と
を
匝
別
し
た
こ
と
は
、
者
過
す
べ
か
ら
ざ
る
黙
と
い
は
な
け
れ
ば
た
ら

ぬ


